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共 産 党 要 望 項 目 一 覧 

平成２６年度当初分 

要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

【東日本大震災からの復興と災害対策】  

（１）被災地の住宅・医療・介護・子育て・営業等の支援

制度の拡充を求めると同時に、鳥取に避難している被

災者への生活・住宅支援を継続・拡充すること。避難

者の場合は近くに頼れる親族がおらず、生活費支援は

重要である。また、医療費・保育料・就学支援を継続・

充実させること。就労支援を強化すること。 

（２）県被災者協議会の被災者雇用を継続すること。 

国の復興支援策については、国が被災地の実情を調査し国の責務として実施されるべきことであ 
り、県として要望は行わない。 
 県内避難者に対しては、生活再建のための支援金の支給、県営住宅等の提供や、子どもの医療費、

保育料、就学支援などについて継続することを、当初予算で検討中である。 
 就労支援については、ミドルシニア仕事ぷらざにおいて、年齢を限定せず被災者の就職相談に応じ

ているところであり、引き続き実施する。 
県内避難者のための相談窓口の開設や交流会の実施等を、避難者等で構成する「とっとり震災避難

者支援連絡協議会」へ委託する経費についても、当初予算で検討中である。 
 

  ・東日本大震災避難者生活再建支援事業                １０，９７４千円 
  ・東日本大震災避難被災者生活支援金                  ３，６１１千円 
  ・被災者向け民間賃貸住宅借上げ事業                    ８８８千円 
  ・東日本大震災等により被災した幼児児童生徒に対する就学支援事業補助金 １，３６４千円 
  ・私立幼稚園保育料軽減事業補助金 
   （私立幼稚園東日本大震災被災園児保育料軽減事業）            ２０５千円 

【憲法・民主主義・平和・外交・防衛】  

（１）特定秘密保護法は昨年暮れに可決されたが、その後

も秘密保護法に対して、有識者、科学者や文化人をは

じめとして７割をこえる国民が反対し、危機感をもっ

ている。安倍首相みずから「説明が足りなかった」と

のべていることは、この法律が国民合意を得ていない

証拠である。憲法と相いれない秘密保護法の廃止、執

行凍結を求めること。 

国会の議論を経て可決されたばかりの法律であり、県民の権利が制約された実例もないため、県と

して法律の廃止や執行凍結を求めることは考えていない。 

（２）安倍政権は、実際の犯罪行為がなくても「２人以上

で話し合った」だけで処罰する共謀罪の新設を狙って

いるが、中止を求めること。 

国において、国民の権利・自由が過度に制約されることのないよう配慮して、慎重かつ十分な議論

を行い、国民の理解と納得を図っていただきたい。 

（３）憲法・「集団的自衛権」問題 

安倍政権は、憲法の解釈改憲による集団的自衛権行

使、さらには憲法第９条第２項を変えて、「国防軍」

をつくることを政治日程にのせることを公言してい

る。すでに、外交・安保政策の「司令塔」となる国家

 国政の場において十分議論をつくし、国民的理解を大切にしながら、慎重な対応を図っていただき

たい。 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

安全保障会議（日本版NSC）法と、「国民の目・耳・口

をふさぐ」秘密保護法を強行し、それに続き「国家安

全保障戦略」を閣議決定し、新「防衛計画大綱」、新

「中期防衛力整備計画」を策定した。更に通常国会で、

集団的自衛権行使を現実のものとする「国家安全保障

基本法案」の成立を狙っている。これら「戦争する国

づくり」に反対すること。武器輸出禁止三原則の堅持

を求めること。 

（４）米軍基地・米軍再編・米軍機飛行問題・オスプレイ  

①日本政府及び米国政府に対し、鳥取県と県内関係市

町村が共同で、米軍機低空飛行訓練の抗議と中止を求

めること。 

 県では、米軍機低空飛行の目撃情報の都度、被害など目撃情報を含め、市町村から県及び中国四国

防衛局美保防衛事務所に報告し、さらに、県から外務省（北米局日米安保保障条約課 日米地位協定

室）に対し、低空飛行訓練の中止等、適切な措置の要請を行ってきている。 

 今後も引き続き、市町村と協力した監視体制を継続し、目撃情報の都度、迅速に適切な措置を求め

ていく。 

②鳥取県がこれまで幾度も抗議や中止を申し入れてき

たにも関わらず、防衛省は「鳥取県からの苦情はゼロ」

とカウントしている。「情報提供」というかたちでな

く、中四国防衛局経由の「苦情」であり、米軍が認め

た場合しかカウントされていないことが明らかとなっ

た。政府に正確に状況を認識させるためにも、今後県

は、外務省だけでなく、中四国防衛局にも「苦情」と

して通報し、米軍に確認・照会を求め、その結果を県

に連絡するよう求めること。また、行政の正式な情報

提供や中止要請もカウントするよう求めること。 

 県では、米軍機低空飛行の目撃情報の都度、被害など目撃情報を含め、市町村から県及び中国四国

防衛局美保防衛事務所に報告し、さらに、県から外務省（北米局日米安保保障条約課 日米地位協定

室）に対し、低空飛行訓練の中止等、適切な措置の要請を行ってきている。 

 その上で、低空飛行による騒音など生活に支障をきたすいわゆる「苦情」レベルまでいけば、中国

四国防衛局から米軍に対して、飛行事実の確認とともに、場合によっては訓練ルートの変更の申し入

れがなされることとなっており、今後、対応を検討する。 

③米軍機低空飛行訓練ルートの情報提供を求めるこ

と。 

 オスプレイの飛行訓練が行われる場合には、速やかに関係自治体に情報を提供することや、日米両

政府が合意している飛行高度の順守など、安全に万全を期すことを米軍に働きかけるよう、知事が４

月２４日に防衛省、外務省に対して要望を行った。また中国地方知事会としても、飛行訓練の事前の

情報提供を求める要望を６月２１日に行ってきた。 

④島根県浜田市に騒音測定器が設置されたように、鳥

取県でも米軍機の飛行実態調査を国の責任で行うよう

求めること。また鳥取県としても、騒音測定器や監視

機の設置、監視員を配置すること。 

 住民からの苦情が多い地域ヘ騒音測定器を設置するなど国の責任において実態把握をし、また、地

方がやむを得ず騒音測定器等を設置する場合には国に適切な財源措置を講じるよう、中国地方知事会

として６月２１日に要望している。 

⑤島根県対策協議会の例に学び、鳥取県でも関係市町

村と一緒に「対策連絡協議会」を設置し、県民運動を

 県では、米軍機低空飛行の発生の都度、目撃情報や被害情報を市町村から県及び防衛省へ報告し、

県から外務省へ低空訓練の中止等、適切な措置の要請を行うシステムを確立・運用しており、関係市
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

組織すること。 町村から要望もないことから、協議会の設置は考えていない。 

⑥沖縄名護市長選挙は新基地建設反対の稲嶺市長が再

選された。米軍再編の名護市辺野古沖への新基地建設、

厚木基地空母艦載機部隊の岩国基地への移転配備、及

びオスプレイの配備・計画に反対すること。普天間基

地の無条件撤去を求めること。 

 国全体で沖縄の負担軽減などについて今後議論がなされようとしている。全国知事会としても、沖

縄の負担軽減対策について具体的な案が示されれば、検討に応じることとされている。これらは、防

衛、外交に関わる国本来の課題であり、その議論の行方を注視していく。 

（５）美保基地 

   防衛省が次期輸送機として開発をしている航空自衛

隊のＣ２輸送機で、機体の強度を確 認する試験中に

貨物の積み降ろしに使う扉が破損するなどの不具合が

見つかり、来年度予定されていた美保基地への配備が

遅れる可能性が出ている。機体の後部にある貨物の積

み降ろしに使う扉や、胴体の一部が破損する不具合が

見つかったということだが、これまでも予定より３年

延期されており、輸送機としてその危険性が心配され

る。輸送機は民家や保育園上空も飛ぶ予定であること

から、配備中止を申し入れること。 

 次期輸送機 C-2 への機種変更にあたり、自衛隊航空機の安全運航に万全を期すことなどを条件に変

更を了承しているところであり、配備中止を求める考えはない。 
 今回の不具合についても、徹底的な原因究明を行い、万全の対策を取るよう要請している。 

（６）日米安保条約は、不平等なアメリカいいなりの大元

であり、アメリカの戦争への協力を強いられるもので

ある。日米安保条約を廃棄し、対等・平和な日米友好

条約を結ぶよう求めること。そのことにより基地問題、

米軍機・オスプレイ訓練の解消につながる。 

 外交・防衛は国の専権事項であり、国政の場において、国民の生命・財産を守ることを第１にしっ

かり考えていただきたい。 

（７）核兵器廃絶 

   2010年NPT再検討会議では核兵器禁止条約の国際交

渉を行うことが確認され、昨年12月の国連総会では核

兵器を禁止・廃絶の包括的な条約の「早期締結」が決

議された。しかし日本政府は決議に棄権し被爆国政府

としてあるまじき態度をとっている。全自治体非核宣

言している鳥取県として、核兵器廃絶の立場に立ちき

るよう政府に求めること。 

 国において、北朝鮮の核開発など安全保障環境の変化や国民感情も踏まえ、慎重かつ十分な議論を

行い、国民の納得を得て行っていただきたい。 

（８）靖国参拝・歴史認識 

   安倍総理が靖国神社を参拝したが、靖国神社は、戦

争中は国民を戦争に動員する役割を果たし、現在も、

過去の軍国主義による侵略戦争を、“自存自衛の正義

 総理大臣や閣僚の護国神社参拝については、参拝される方の判断により行われるものであり、護国

神社参拝をやめるよう求めることは考えていない。 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

の戦争”、“アジア解放の戦争”と美化し、侵略戦争

を引き起こした罪に問われたＡ級戦犯が合祀されてい

る特殊な施設である。総理の参拝は、過去の侵略戦争

を美化する立場に自ら身を置くこととなり、戦争を断

罪してスタートした戦後の国際社会と絶対に相いれる

ことはできない。環日本海交流をめざす鳥取県の取り

組みにも水を差すことになる。総理や閣僚の靖国参拝

をきっぱりやめるよう強く求めること。 

（９）核・ミサイル・拉致・過去の清算などの諸懸念の包

括的解決を図ることを宣言した「６か国協議」の再開

によって、北朝鮮による拉致問題の解決を求めること。 

北朝鮮当局による日本人拉致問題は重大な人権侵害である。本県出身の松本京子さんをはじめと

するすべての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現し、拉致問題を完全解決することを国に対して

様々な機を捉え要望している。 

【雇用・賃上げ】  

（１）「内部留保の活用で賃上げを」と、経済界に正面か

ら求めるよう国に要望すること。 

「経済の好循環実現に向けた政労使会議」の場などで、安倍首相が直々に経済界に対し内部留保

活用も含めた賃金上昇に向けた取組を希望する趣旨の発言をしているとのことである。 

また、平成25年12月20日付けで、内閣総理大臣、日本経済団体連合会会長、日本商工会議所会頭、

日本労働組合総連合会会長等の間で、賃金上昇に向けた取組をはじめ、経済の好循環実現に向けて

政労使一致協力して取組むことについて文書が交わされている。 

以上を勘案し、今後とも、賃金上昇に向けた取組状況を注視していく。 

（２）最低賃金の引き上げを求めること。中小企業への支

援とセットで時給1000円以上となるよう政府に求める

こと。 

新たに国が創設する「地域人づくり事業」（基金）において賃金上昇を含めた処遇改善の事業を実

施していくことを検討しており、最低賃金の引上げを政府に求めることは考えていない。 

・【２月補正】（緊急雇用創出事業）人づくりによる経済成長戦略推進事業 ５０，０００千円 

 ・（緊急雇用創出事業）人づくりによる経済成長戦略推進事業      ３９９，６００千円 

（３）公契約条例を制定し、官制ワーキングプアをなくす

こと。県職員・教職員の非正規雇用をなくす方向に足

を踏み出すこと。県職員の削減計画を中止すること。 

公契約条例の制定については、最低賃金法等の労働法制との整合性などに係る問題点があり、むし

ろ国が例えば公契約法というようなものによって制度設計をすることが適当と考えてる。 
平成２１年に本議会で公契約法の制定を国に求める意見書を採択されたが、現在、全国の過半数の

都道府県で公契約法の制定を求める意見書を採択している。 
このような状況を踏まえ、引き続き国や他の地方自治体の動向あるいは検討状況を注視していきた

い。 
県職員の非常勤職員等は、業務内容などを精査した上で配置しているものであり、効率的な県の行

政体制のために、引き続き柔軟な雇用形態を活用することが必要と考えている。また、教職員につい

ても、学校統廃合や児童生徒数の減少に伴う定数減に対応するなど教職員定数を管理する上で、非正

規の教員をなくすことは困難である。 

県職員の削減については、将来に向けて持続可能な県の行財政運営とそのためのスリムな組織体制

は、県民からも求められているものであり、現在進めている定数管理の計画を中止することは考えて
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いない。 
（４）派遣を無制限に広げる労働者派遣法見直し、解雇自

由の「限定正社員」制度、残業代ゼロ「裁量労働制の

拡大」に反対し、直接雇用や正社員を増やす改革を国

に求めること。 

労働法制に関する見直し等は、現在、国において議論されているところであり、県としてはその状

況を見守ることとし、国に求めることは考えていない。 

（５）解雇規制法の制定を求めること。 解雇規制については、労働契約法のほか、男女雇用機会均等法等の個別法でも解雇の制限をしてい

るところであり、法律の制定について国に求めることは考えていない。 

（６）厚労省・労働局の「ブラック企業調査」によって、

県内46事業所で指導監督が行われ、鳥取の違反率８

７％は全国違反率８２％を超え、違反率が高かったの

は、労働時間５８．７％、健康診断４７．８％、割増

賃金３０．４％、安全衛生管理体制２１．７％、賃金

台帳１７．４％、労働条件明示１３．０％であり、労

働時間に対する違反は全国４３．８％より１５％近く

も高くなるなど深刻な実態である。県が経済界に改善

の申し入れを行ったが、県に労働相談窓口を設置し、

改善されない企業名および、離職率が高い企業名を公

表するよう求めること。 

労働相談窓口については県内に中小企業労働相談所（みなくる）を設置し、労働相談に応じてい

る。事業所への指導・監督は国が所管しているところであり、企業名の公表については、国におい

て判断されるべきと考える。 

・勤労者福祉事業費（中小企業労働相談所設置事業） ２４，９７３千円 

【税制・財政・無駄づかい是正】  

（１）県民のくらしと営業、税収に深刻な悪影響を与える

４月からの消費税８％への増税に反対すること。 

少子高齢化の急速な進展や国・地方ともに極めて厳しい財政状況の下で、国民が安心し、希望が持

てる社会保障の実現が求められていることを踏まえれば、国・地方双方にとって増嵩する社会保障費

の安定財源の確保は避けることのできない課題であること、また、4 月からの消費税率引上げは、政

府において経済情勢を見極めた上で適切な判断が下されたものであることから、消費税増税に反対す

るつもりはない。 
なお、本県では、政府において打ち出された生活弱者対策を含む景気の腰折れを防ぐ「好循環の

ための経済対策」について、地方にも実効性のある対策が講じられるよう国に要望するとともに、

国・民間団体と連携して消費税増税に想定される様々な悪影響を緩和し、県内経済・雇用の安定、

持続的成長を図る上での対策を講ずるため、昨年１２月に「消費増税対策本部」を設置し、国や県

等が実施する施策の広報や相談対応等に取り組んでいる。 

（２）生活困窮の場合の課税の猶予・免除は納税者の権利

であり、「申請書」を納税者に渡すこと。差し押さえ禁

止財産の差押え実態調査の結果を公表すること。 

納税交渉の過程において、納税が困難な特段の事情があると推察される場合は、地方税法の徴収緩

和措置の適用を検討することとしている。その際、納期内に納税した納税者との公平性を損なうこと

のないように、債権、動産、不動産、その他財産など納税資力等について、十分な調査を行った上で

徴収緩和措置の適用を判断すべきであり、滞納者に一律に申請書を渡すことは適当ではないと考え

る。 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

なお、納税交渉の過程で、徴収緩和措置の適用のほかに、税務職員が滞納者に相談窓口の案内をす

るなど、行政として取り得るべき対応策について、関係部署との連携を心がけている。 
また、差押禁止財産の振込日の差押えについては、実態調査の結果を公表する予定である。 

（３）人権無視の取り立て強化につながる鳥取県地方税滞

納整理機構を廃止し、県・市町村それぞれの担当部署

による丁寧な相談・折衝を行うこと。そのためにも県

職員一人当たり約1000人も担当するほどの人員不足の

解消をはかること。 

鳥取県地方税滞納整理機構では、貴重な自主財源である地方税の確保について市町村等と共同し

て、重複事務の解消など効率的な滞納整理に取り組んでおり、機構を閉鎖することは考えていない。 
滞納整理においては、滞納者と接触する機会を設け、個別事情を十分に把握するとともに、滞納者

の実情に寄り添った徴収緩和措置の適用などを行っており、今後とも県と市町村のさらなる共同処

理の推進などにより徴収業務の効率化を図り、丁寧な相談対応などを行っていく。 

（４）家族従業者に支払った賃金を「損金」扱いすること

を認めていない所得税法56条を廃止し、家族の働き分

を経費に認めるよう求めること。 

家族従業者の給与に対する所得税法上の取扱いは、個人事業所得の認定のあり方という税制の根

幹に関わる問題であり、課税の公平性を含め、国において租税制度全体の制度設計の中で検討され

るべきものと思料している。 

（５）山陰新幹線整備計画は中止すること。 山陰新幹線（大阪－下関）は、昭和４８年に全国新幹線鉄道整備法に基づき、国が基本計画路線と

して決定したものであるが、その後全く進展も無く今日に至っている。 

しかしながら、大規模災害に対する備えや地域振興を考えるうえで、新幹線に限らず鉄道の高速

化・利便性向上を考えていくことは重要であり、山陰、鳥取県にふさわしい整備のあり方について検

討を行っていく。 

 ・山陰新幹線等高速鉄道網のあり方検討事業 ２，５５９千円 

（６）DBSクルーズ社の貨客船へのこれ以上の運行支援はや

めること。貨客船ターミナルの新設計画は中止するこ

と。 

国際定期フェリー航路は、外国人観光客の増加、県内企業の国際物流競争力の向上など、地域

経済の発展を支える重要なインフラであるが、航路の安定化が見通せる段階に至っていない。 

航路運航の維持、安定化により、さらなる地域経済の発展につなげていくためには、引き続き

支援が必要である。 

・環日本海圏航路就航奨励事業 ３５，１００千円 

 

境港は、大型クルーズ船の需要に応え、旅客・貨物の増大及び複合一貫輸送に対応した岸壁確保が

求められている。さらに、災害時の人流・物流の代替港湾として高いポテンシャルを有しており、貨

客船ターミナル整備は、竹内南地区の賑わい創出と防災拠点機能の強化の実現に不可欠と考えてい

る。 

（７）県民ニーズが低く、搭乗率が上がらないソウル便へ

の支援は廃止も含めて抜本的に見直しすること。 

米子ソウル便については、山陰と北東アジアを結ぶ唯一の定期航空路であり、本年度、就航以来の日本人搭乗

者数が２５万人に達したほか、韓国内で鳥取が「温泉観光地」としての知名度が向上しツアー客の来県が増える

など、交流や観光の基盤として重要な役割を果たしている。 

 しかしながら、政治経済上の動きや自然災害などの影響もあり、未だ安定した路線とは言えないのが事実であ

り、今後、島根県とも一層の連携を図り、山陰国際観光協議会をはじめとした官民が参画・協働して韓国、日本

双方からの利用促進を強く推進することにより、今後の路線自立を目指して行く。 

 ・国際航空便利用促進費（定期便）   ８６，７９３千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

（８）「まんが王国とっとり」推進は中止すること。 「まんが王国とっとり」推進については、建国２年目を迎え、北栄町 JR由良駅の愛称化、観光案

内所整備など、「名探偵コナン」を活用したまちづくりが本格化、「Free！」の舞台となった岩美

町は、聖地巡礼で多くの若者が訪れ非常に人気が高いなど、県内で様々な芽生えがみえてきており、

これら、元気でやる気のある地域・団体へ積極的な支援を行い、県の取組と一体となって「まんが

王国とっとり」の聖地化を促進していく。 

また、昨年１０月に東京・秋葉原に開設された「まんが王国とっとり秋葉原倶楽部」への支援、

県内の事業者がコンテンツを活用したビジネスにチャレンジすることを支援するなど、コンテンツ

産業の創出・育成・振興を継続して推進していく。 

さらに、まんがの持つ「わかりやすさ」、「親しみやすさ」を活用し、行政施策のＰＲを行うと

ともに、県内がまんがであふれるまちづくりに取り組む。 

 ・まんが王国発ソフトパワー事業（まんが王国官房）  ２４７，７９３千円 

（９）県財政が不安定な現状で、県立博物館・美術館の新

築はやめること。 

県立博物館は、開館４０年を経過し、施設の老朽化とともに収蔵スペースの狭隘化や駐車場不足の

慢性化など多くの問題があり、根本的なあり方を検討すべき時期に来ている。そのため、平成２６年

度においては、検討委員会を設け、これまでの活動の検証・評価を行うとともに、問題点・将来的課

題の整理を行う。 

また、当面現在の建物を利用する必要があることから、今後の保全整備計画の策定に向けた建物の

劣化状況調査を実施することを検討している。 

・今後の博物館のあり方検討事業         ２，４０４千円 

・博物館運営費（博物館本館劣化状況診断委託） １５，７３０千円 

【社会保障・福祉・くらし・住宅】  

（１）生活保護  

①憲法25条を踏みにじるこれ以上の生活保護費の引き

下げの中止と、削減分を元に戻すよう求めること。削

減の影響が他制度に及ばないようにすること。老齢加

算の復活を求めること。 

生活保護基準については地方の実態を十分考慮すること、今回の見直しに伴う影響が他制度へ及

ばないよう他の省庁と連携して対応すること、消費増税が実施された場合には、生活保護基準にお

いても影響を十分考慮し、適切に基準に反映することについて平成２５年７月及び１１月に国に要

望を行った。 

なお、生活保護基準は、国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案して、国が責任をもって

設定するものであり、県として削減の中止や老齢加算の復活を求めることは考えていない。 

また、生活扶助基準の見直しに伴う影響を受ける可能性がある制度・事業については、国において

もできる限り影響が生じないよう全閣僚で確認されているところであり、本県においても、平成２５

年２月、５月及び９月に各市町村に対して、国の趣旨を踏まえた対応について配慮するよう通知を行

った。 

②親族の扶養を義務化する生活保護制度改悪の実施の

中止を求めること。 

生活保護制度については、必要な人に必要な保護を行うという原点を担保しつつ、国民から信頼

される持続可能な制度及び基準となるよう平成２５年７月に国へ要望を行った。 

また、生活保護法の改正にあたっては、要保護者に過度の心理的な負担を与え、結果的に真に必
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要な人が申請を断念することにならないよう検討すること（保護申請時に必要書類の提出が必須で

あると思われないように配慮すること、扶養義務者への通知について強制力をもって一律に取り扱

うことのないよう配慮すること）も平成２５年７月及び１１月に国へ要望した。 

なお、平成２５年１２月６日に成立した「生活保護法の一部を改正する法律」の実施にあたっては、

扶養は保護の要件ではなく、保護に優先するという従来どおりの考え方を変えるものではないことを

各福祉事務所に同月周知済みである。 

③冬季加算増額と夏期加算新設を求めること。県独自

に、恒常的な「福祉灯油制度」を創設し、夏期見舞金

の継続と冷房費に見合うよう充実すること。 

冬季加算、夏期加算については、国が責任をもって設定するものと考えている。 

なお、昨今、原油価格が高値で推移している状況については、全国的な課題であり、まず国で対

策を検討すべきと考えているが、冬期になると一層家計に与える影響も大きくなると見込まれるこ

とから、灯油購入費等助成など生活困窮者に対して必要な措置を講じることについて平成２５年１

１月に国に要望した。 

また、近年の猛暑による光熱水費の増加等夏季においてこれまで以上に特別の需要が生じてお

り、夏季における加算の必要性が増していること、生命の維持のための必要性及び緊急性が認めら

れる場合は、収入がない世帯であっても、特例的に生活福祉資金の貸付を受けて冷房設備（エアコ

ンの購入等）を整えることができるよう、平成２５年６月に国に要望・意見を提出した。 

県の見舞金制度については、２６年度も引き続き当初予算において検討している。 

・扶助費（見舞金）                     ２６，４４５千円 

（２）医療  

①混合診療の拡大をやめさせ、皆保険制度の維持を求

めること。 

原則、医療の提供は保険制度で対応するという、国民皆保険制度は今後とも維持される必要があり、

いわゆる混合診療については「将来、保険適用を前提に保険診療との併用が認められている先進医療

制度」に限定して実施されるべきと考える。 

②70歳から74歳の高齢者医療費窓口負担の１割から２

割への負担増に反対すること。 

７０歳から７４歳の患者負担は、現在、法定２割とされているところを予算措置により１割に引き

下げている。 

持続可能な高齢者医療制度維持のため法定化されたものが、高齢者医療制度の円滑な導入を理由に

一時的に１割とされたものであることから、７０歳から７４歳の窓口負担を２割にすることについ

て、国に中止を求めることは考えていない。 

③国民健康保険制度  

○国保の広域化に反対し、国庫補助を段階的に元に

戻すよう求めること。 

平成２５年８月６日にとりまとめられた社会保障制度改革国民会議報告書では、国民健康保険を都

道府県と市町村が適切に役割分担を担うこととされており、市町村が保険料の賦課徴収や保健事業等

を行う等も示されるなど、住民の利便性の確保も考えられている。また、国民会議の議論の過程では

「分権的要素」を盛り込み、県が基準となる保険料率を定めた上で、市町村が個別に保険料を定める

ことも想定されている。 

国民会議報告を受けて、社会保障制度改革の全体像及び進め方を明らかにする法律が、昨年１２月

５日に可決され、平成２７年通常国会に改革法案を提出することとされた。 
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鳥取県としては、地方の意見を十分に聴き、国保の構造的な問題への方策が示されるのであれば、

高齢化、低所得者の増加といった課題を抱える市町村国保の抜本的な改革の必要性に異存はなく、積

極的に責任を担う覚悟はあり、現時点で「都道府県単位化」に反対することは考えていない。 

国に対して毎年度、国庫負担の引上げなど、国民健康保険制度の構造的な問題への対応を要望して

いる。本年度も７月３１日に、持続可能な制度となるよう要望をしたところであり、改善されるよう

今後も要望していく。 

○国保料引下げのため県独自の助成を実施するこ

と。 

国保事業は市町村が保険者として責任を持って運営されているものである。県は法に基づく応分の

負担を行うよう役割を担っており、法定外の新たな財政支援は考えていない。 

○国保料の猶予・免除の申請書を渡すよう市町村を

指導すること。 

保険料の徴収猶予・減免は、特別な理由により、その生活が著しく困難になった場合等において

保険者である市町村が必要あると認めるときに行うものである。 

市町村は、保険料の徴収猶予・減免に当たっては、世帯の状況を把握するよう努力しており、県

では、引き続き市町村に対し、世帯の家計の状況などを十分調査し、世帯の事情も勘案して適切に運

用するよう助言していく。 

○事実上無保険となる資格証明書や短期保険証の発

行をやめるよう求めること。 

被保険者資格証明書や短期被保険者証の交付は、国民健康保険制度を維持していくため、被保険者

に保険料を納付してもらうための仕組みとして必要と考えており、県として市町村にやめるよう求め

ることは考えていない。 

市町村は、被保険者資格証明書等の交付に当たって、特別の事情の有無など、滞納世帯の状況を把

握するよう努力しており、県では、引き続き市町村に対し、短期被保険者証等の交付に当たっては、

世帯の家計の状況などを十分調査し、世帯の事情も勘案して適切に運用するよう助言していく。 

○国保法第44条に定める医療費窓口負担の対象を広

げるよう国に求め、市町村事業への県の独自支援し

制度が拡大できるようにすること。制度の周知をは

かるよう市町村・病院に徹底すること。 

医療費の一部負担金の減免は、特別な理由により、その生活が著しく困難になった場合において

保険者である市町村が必要あると認めるときに行うものである。 

国は、平成２２年９月１３日厚生労働省保険局長通知で、一部負担金減免に係る、特別な理由に

より、生活が著しく困難となった場合の収入の減少の認定基準を通知により示したところであり、

現段階で国にさらなる認定基準の拡大を求めることは考えていない。 

国保事業は市町村が保険者として責任を持って運営されているものである。県は法に基づく応分

の負担を行うよう役割を担っており、法定外の新たな財政支援は考えていない。 

なお、当該通知については、平成２２年９月に市町村に対して適切に処理するよう、文書で依頼

している。 

○国保料滞納による差し押さえはやめるよう求める

こと。 

滞納処分は、負担の公平性の確保の観点から必要と考えている。市町村は、滞納処分に当たって

は、特別の事情の有無など、滞納世帯の状況を把握するよう努力しており、県では、引き続き市町

村に対し、滞納処分に当たっては、世帯の家計の状況などを十分調査し、世帯の事情も勘案して適

切に行うよう助言していく。 

④入院給食の患者負担増や“入院患者追い出し”の病

床再編計画に反対すること。 

昨年度、県内の入院患者の状況等も勘案しながら、新たな地域保健医療計画を策定したところであ

り、この計画にもとづいて引き続き入院患者が適切な医療を受けられる地域医療体制の構築に努めて
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いく。 

⑤無料低額診療事業の対象に院外処方を含めるよう求

め、県独自に院外処方への支援制度を創設すること。 

無料低額診療事業は、戦後の公的医療保険制度が未整備で不十分な昭和２６年当時に導入された制

度であることから、時代にそぐわない面もある。 
その後、国民皆保険制度の成立や生活困窮者に対する保険料減免の仕組みなど、公的医療保険制度

が充実してきた結果、当該事業によらなくても対応が可能となってきている。 
そもそも当該制度は、国独自の制度であることから、低所得者に対する医療の支援策については、

まずは、国において社会保障制度全体の見直しの中で検討すべきものと考えており、院外処方におけ

る薬代を当該事業に含めることについて、国等への要望は考えていない。また、県独自の支援策も考

えていない。 
⑥後期高齢者医療制度を元の老人医療制度に戻すよう

求めること。保険料の引き上げに反対すること。資格

証明書・短期保険証の発行をやめるよう求めること。 

平成２５年８月６日にとりまとめられた社会保障制度改革国民会議報告書では、「後期高齢者医

療制度については、創設から既に５年が経過し、現在では十分定着していると考えられる。今後は、

現行制度を基本としながら、必要な改善を行っていくことが適当である。」とされている。 

後期高齢者医療制度については、医療費の増大などに対応し、将来にわたり国民皆保険の堅持と

持続可能な医療制度にするための必要な制度であると考えており、本県として廃止等の要望は考え

ていない。 

保険料は負担と給付とのバランスの中で決められるものであり、保険者の責任で対応されること

と考える。 

被保険者資格証明書や短期被保険者証の交付は、後期高齢者医療制度を維持していくため、被保

険者に保険料を納付してもらうための仕組みとして必要と考えており、県として鳥取県後期高齢者

医療広域連合にやめるよう求めることは考えていない。 

鳥取県後期高齢者医療広域連合は、被保険者資格証明書等の交付に当たって、特別の事情の有無

など、滞納世帯の状況を把握するよう努力しており、県では、引き続き鳥取県後期高齢者医療広域

連合に対し、短期被保険者証等の交付に当たっては、世帯の家計の状況などを十分調査し、世帯の

事情も勘案して適切に運用するよう助言していく。 

⑦国が検討している初診料の患者負担増に反対するこ

と。 

必要な医療が適切に受診できる診療報酬体制が構築されるよう国の動きを注視していく。 

⑧医師不足解決のため、鳥大医学部の定員を更に増員

するよう求めること。 

鳥大医学部については、これまでも定員増の要望をしてきており、それを受けて数度にわたって

定員増をしてきていただいているところである。 

（３）介護  

①2012年に創設された「介護予防・日常生活支援総合

事業（総合事業）」は、訪問介護利用者の７割が使う

生活援助（掃除、洗濯、調理など）の基準時間を60分

から45分に短縮した上、介護報酬を約２割引き下げた。

その結果、「時間が足りず掃除のし残しがある」「調

要支援者へのサービス給付が市町村事業に移行される予定であるが、現在要支援者に対して行って

いるサービスの給付量を、移行時点での量としては従来からの必要量に対応できる額、財源になると

聞いている。 

また、要介護１，２の者に対する特養入所についても、認知症の症状や、家族の実状等を勘案して

例外を認めるという方向であり、現状において制度への反対や実態調査は考えていない。 
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理の時間がなくなり、そう菜やコンビニ弁当になった」

「利用者と会話する時間がなく、体調変化に気づきに

くい」など、深刻な被害が広がっている。その上今回

の新たな制度見直しは、「要支援者」からこれらのサ

ービスを取り上げ、特別養護老人ホームから要介護１、

２をしめだすなどさらに介護難民を生み出すものであ

り、反対すること。事業者にとっても死活問題であり

実態調査すること。 

②介護保険の国庫負担を５０％から当面６０％に引き

上げることを求め、介護保険料・利用料の減免制度を

拡充するため県独自支援を行うこと。介護労働者の待

遇改善に取り組むこと。 

県では、介護保険制度を持続可能な制度としていくことが重要だと認識しており、国にも要望し

てきているところ。低所得者の負担については、低所得者の介護保険料負担をさらに減じるべく制

度改正が予定されている。介護職員の処遇改善についても、重要な課題であり、介護保険制度上の

措置が図られることを期待したい。 

③不足している特別養護老人ホーム、ケアハウス、シ

ョートステイ、グループホーム、小規模多機能施設を

増設すること。 

グループホームや小規模多機能型居宅介護施設の整備は、市町村が三年に一度策定する介護保険事

業計画の策定の中で決められる。まずは、市町村で検討される必要がある。  

④療養病床の削減・廃止に反対すること。 現状を踏まえ、国で廃止を撤回される方向である。 

⑤認知症の早期発見・診断、初期の相談・家族への支

援から終末期のケア・看とりまで、一貫した体制を整

備すること。 

現在、地域包括ケアシステムの構築のための取組の一つとして、市町村包括支援センター等に認

知症初期集中支援チームを設置し、認知症の方が在宅で暮らし続けられる地域の体制づくりを進め

て行く方向である。 

⑥用途変更の建築確認が行われないまま高齢者デイサ

ービス事業が認可されていたとして、デイサービス事

業を認めない動きが出ているが、事業者の責任ではな

く行政の確認ミスである。デイサービス事業を継続さ

せ、用途変更による施設整備が必要な場合の助成制度、

あるいは低利・長期の融資制度を創設すること。「鳥

取県福祉のまちづくり条例」の適用は現実的で柔軟な

対応をすること。（①２階建ての民間の改修は、1階が

１００㎡以下であれば、1階の利用者使用空間のみの改

修で良しとすること。②廊下幅等改修の難しいもの、

改修によって耐震性が低下するもの等へは柔軟な対応

をすること。）。今回のことを契機に従来やってきた

デイサービスが廃止されることがないようにするこ

と。 

事業者においては、利用者の安全に十分に配慮し、安心してサービスが受けられるよう、介護保険

法だけでなく、関連法令等を遵守した上で行っていただきたい。 

現在の利用者が困らないよう、関係者と協議しながら対応していく。 

既存建築物の用途を福祉施設等、他の用途に変更する場合、用途変更に供する部分の面積が１００

㎡を超える場合には、建築確認が必要であると共に、バリアフリー整備が必要となる。ただし、建物

構造等の状況により既存部分の整備を一部緩和することは可能であり、事例毎に所管する行政庁と協

議を行っていただきたい。 

なお、鳥取県福祉のまちづくり条例は今後見直し検討をすることとしており、関係者の意見を聞き、

必要なものについては拡充を検討する。 

⑦訪問介護の車が利用者宅に訪問した際の路上駐車 駐車禁止箇所に駐車する場合は、訪問看護サービスの場合と同様に管轄警察署のあらかじめの許可
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は、訪問看護と同様に路上駐車できるようにすること。 が必要である。 

（４）年金  

①安倍政権は物価下落を口実に、2015年までに年金を

２，５％削減する方針の第１歩として昨年10月から

１％引き下げた。４月にはさらに１％、2015年４月に

０．５％引き下げる計画だが、全国から不服審査請求

がすでに６万人をこえている。このようなことを続け

れば現役世代も、年金制度への信頼を損ない、制度自

体破たんする。年金引下げをしないよう求めること。

マクロ経済スライドを発動しないよう求めること。 

年金制度の改革は、持続可能性、世代間の公平性などの観点から社会保障制度全体の枠組みの中で、

国において総合的に検討されるべきものと考える。 

国においては、平成２５年８月２１日に、社会保障制度改革国民会議の審議の結果を踏まえ、社会

保障制度改革推進法に基づく法制上の措置として、社会保障制度改革の推進に関する骨子を閣議決定

するとともに、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案を制定し、そ

の中で、中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度を確立するための検討等を行

うため、関係閣僚からなる社会保障制度改革推進本部、有識者からなる社会保障制度改革推進会議を

設置することなどが定められたところである。 

今後、この骨子に掲げられた事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずると

されていることから、この推進会議等での議論の行方を注視していきたい。 

②年金の支給開始年齢の引き上げはしないよう求める

こと。 

③低年金者の底上げを図りながら、最低保障年金制度

の創設を求めること。 

（５）障がい者・難病  

①県特別医療費助成制度  

○県特別医療費助成制度は継続し、障害者医療費負

担は元の無料にもどすこと。少なくとも無料対象者

は、市町村民税非課税世帯とするのでなく、「障が

い者本人の所得」に着目し、市町村民税非課税者と

すること。 

特別医療費助成制度は来年度も継続して実施するよう当初予算で検討している。 

ただし、特別医療対象者（障がい者）の一部負担金は、特別医療費助成制度が安定し、持続可能な

制度となるよう、平成２０年４月に導入されたものであり、導入にあたっては市町村民税「本人」非

課税者に係る一部負担金の月額負担上限額を通常の助成対象者の半額に軽減し、低所得者に対して既

に一定の配慮を行っているため、これ以上の負担軽減は考えていない。 

○入院給食費を無料に戻すこと。  入院時における食事療養費に係る助成については、負担の公平を図る観点から助成を廃止したもの

であり、助成の復活は考えていない。 

○助成対象は、身体障害者手帳３級所持者、療育手

帳Ｂ判定所持者にも広げること。 

障がい者に係る特別医療費助成制度は、「重度障がい」の方の健康の保持及び生活の安定を支援す

るために制度化しているものであることから、対象者の拡大は考えていない。 

なお、療育手帳Ｂ所持者のうち、ＩＱ５０以下で身体障害者手帳３～４級所持者については、障が

いが重複しており、総合的には重度と考えられることから従来から助成の対象としている。 

②インフルエンザ予防接種助成は、65歳未満の重度の

心身障害者及び重症心身障害児も対象とすること。 

インフルエンザワクチンの定期接種については、高齢者の場合と同様に国が責任を持って制度化す

べきと考えており、県独自の支援制度創設は考えていない。 

③障害者権利条約を批准するよう求めること。 既に昨年１２月４日の参議院本会議において、障害者権利条約を批准することが承認されているた

め、国へ要望する必要はない。 

④障害者自立支援法の実質的な延命である「障害者総

合支援法」を見直し、障害者自立支援法を廃止し新法

平成２５年４月１日から障害者総合支援法が施行されることとなったが、障害福祉サービスの在り

方などの重要な事項については法施行３年後を目処として検討を加え、所要の措置を講ずるものとさ



 13 

要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

を制定することを明記した「基本合意」と「骨格提言」

にもとづき、障害者総合福祉法を制定するよう求める

こと。 

れた。 

県としては、これらの事項について、都道府県、市町村、当事者団体等と十分意見交換しながら計

画的・段階的に制度設計を行い、具体的な工程表を示すとともに地方公共団体が安定的に事業実施が

できるよう必要な財源を講ずるよう平成２５年７月３０日に国要望を行ったところであり、今後も必

要に応じて働きかけていきたい。 

⑤障害者総合支援法を見直すこと。  

○応益負担を廃止して利用料は無料にするよう求め

ること。 

平成２４年から応能負担を原則とすることが明確化されており、平成２５年３月の障害福祉サービ

ス利用者の９３．３％が無料でサービスを利用していることに鑑み、利用料を無料にすることを国に

求めることは考えていない。 

○４月からのグループホームとケアホームの一元化

は、報酬等を低い方に合わせるのではなく、体制や

条件整備を充実すること。 

国の社会保障審議会障害者部会資料によると、報酬については、現行のグループホーム・ケアホー

ムそれぞれの報酬水準を基本として、一元化後の介護サービス包括型（ケアホームからの移行）及び

外部サービス利用型（グループホームからの移行）の基本報酬を設定されるとのことである。 

また、人員配置基準や設備基準については、これまでと同様若しくは経過措置が設けられること、

そもそも本県においてはほとんどがグループホーム・ケアホーム一体型の事業所であることから、大

きな影響はないものと考えている。 

○地域活動支援センターへの県の支援を強化するこ

と。 

地域活動支援センターの運営費については、市町村の事業であり、その財源については交付税措置

がなされている。 

 なお、市町村地域生活支援事業のメニューとして、専門職員配置など当該センターに係る機能強化

を図る事業があり、この事業において県も支援（国１／２、県１／４、市町村１／４）を行っており、

引き続き支援するよう当初予算において検討している。 

・地域生活支援事業（市町村地域生活支援事業費補助金）  １４８，１６３千円 

○日払いを月払いに戻すこと。 事業所報酬の「日払い」は、利用者本位のサービス提供の観点から、利用者が自らサービスを選択

し、複数のサービスを組み合わせて利用できるものであることから、月払いへの変更を国に求めるこ

とは考えていない。 

⑥法に難病対策が位置付けられたが対策が不十分であ

る 

 

○県として、難病患者が利用できる制度をわかりや

すく広報すること。制度を自治体職員・医療関係者

等に周知徹底すること。 

障害者総合支援法施行に伴い、平成２５年４月１日から障がい者の範囲が拡大され、難病患者も障

害福祉サービスを利用できることになったことから、県としては、市町村への説明や医療関係者等の

関係機関への通知、県政だよりを活用した県民向けの広報など制度周知に努めてきたところである

が、今後も機会を捉えて、障害福祉サービス実施主体者の市町村とともに、制度周知を図っていきた

い。 

また、難病対策のうち医療費助成制度などについては、現在、法制化を含め見直しが検討されてい

るところであり、新しい制度が確定次第、難病患者に必要な情報が届くよう、わかりやすく広報する
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とともに、あわせて市町村及び医療関係者等への周知徹底に取組みたい。 

○介護保険優先原則によって、65歳になったら障害

福祉利用が制限されている。介護保険優先原則を廃

止し、従来から受けていた支援が受けられるように

すること。倉吉で難病の就労支援制度ができたのに、

65歳になったとのことで利用ができなくなった。65

歳以上であっても就労支援は障害者総合支援法を優

先し支援の対象とすること。 

介護保険と障害福祉サービスで同じ内容のサービスを受ける場合、要介護状態にある高齢者との整

合の観点から介護保険優先が原則とされているが、訓練等給付など介護保険にないサービスについて

は、障害福祉サービスが利用できることになっている。 

しかし、就労移行支援、就労継続支援Ａ型については、一般就労を目指した訓練であるため、対象

者が一般企業の退職年齢である６５歳未満となっている。就労継続支援Ｂ型であれば、６５歳以上で

あっても必要性が認められた場合は利用することができるので、障害福祉サービスの支給決定を行う

市町村に御相談いただきたい。 

○倉吉のさくら作業所は他の事業所と合併したが、

その際の確認事項（サービス管理責任者の配置は一

体でよい）が監査する県職員に引継ぎされていなか

った。引き継ぎをきちんと行うこと。 

要望の趣旨が不明であるが、引継ぎは重要だと考えるので、指導監査事項の引継ぎについて徹底す

る。 

○精神障がい者の運賃割引制度の改善と、制度から

排除されているてんかん・難病患者を運賃割引制度

の対象にすること。 

障がい者の交通費支援制度には、ＪＲ、航空会社、バス会社などの民間事業者が実施している運賃

割引制度と市町村が実施している交通費助成制度がある。 

交通費支援制度の充実については、まずは民間事業者や市町村において検討していただくべきであ

り、県において交通費助成制度を設けることは考えていない。 

⑦鳥取県手をつなぐ育成会関係  

○「親亡き後」の不安を解消するため取り組んでい

る知的障がい者「安心サポートファイル」作成モデ

ル事業を継続し、知的障がい以外の障がいへの対応

も検討すること。 

平成２５年度から実施している「知的障がい者安心サポートファイル作成事業」の継続について当

初予算において検討している。 

本人の育成歴や生活歴、関係機関情報、緊急時支援情報などを記録する「安心サポートファイル」

の作成、普及を推進し、知的障がい者が親亡き後も安心して生活できる体制づくりを進めていくとと

もに、将来的には、本事業の成果を活用し、知的障がい以外の「親亡き後」のサポート体制についても

検討していきたい。 

・知的障がい者安心サポートファイル作成事業 １，５６２千円 

○鳥取県手をつなぐ育成会事業への支援を継続する

こと。 

 鳥取県手をつなぐ育成会が例年実施している事業については来年度も継続して実施するよう当初

予算において検討している。 

・知的障がい者団体広報啓発事業補助金        ４９０千円 

・地域生活支援事業（障がい者社会参加促進事業（知的障がい者レクリエーション教室開催事業、

知的障がい者本人大会開催事業）      １，６００千円 

・障がい者スポーツ振興事業（鳥取県手をつなぐスポーツ祭り開催支援事業） 

           ２，４００千円 

・地域生活支援事業（相談支援体制強化事業）（知的障害者相談員研修委託事業） 

             ４３８千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

○「全国障がい者芸術・文化祭」開催の成果を地域

に定着させるため、「障害者社会参加促進事業」を

拡充すること。 

市町村の芸術文化活動を支援するため、当初予算で全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会市町村

芸術文化活動振興事業臨時補助金を検討するとともに、市町村に対して社会参加促進事業の充実を働

きかけている。 

・鳥取県障がい者アート推進事業（全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会市町村芸術文化活動振

興事業臨時補助金）      １４，２５０千円 

⑧身体障害者協会関係  

○ＪＲ等の無人駅に対する音声・電光掲示板等の設

置を促進するよう、引き続き鉄道会社等に働きかけ

ること。 

鉄道各社に対応状況を確認したところ、次のような回答であった。 

・ＪＲ西日本：山陰・因美・伯備線については、列車接近放送や自動放送・駅案内放送で列車

案内を行うこととし、これまでも順次整備をしてきており、未整備駅については引き続き整

備を進めていく。 

・智頭急行：全駅で列車接近放送や自動放送・駅案内放送で列車案内を行っている。 

・若桜鉄道：列車の遅れなどダイヤが乱れた場合のみ全駅で案内放送を流している。 

県としても、障がい者に対する列車運行情報の提供方法の改善について、機会のある毎に鉄道各社

に要請している。今後も、利用者に対するきめ細かな運行情報の提供、電光掲示板等の設置を働きか

けていく。 

○今年度は全国障がい者芸術・文化祭もあり、県民

文化会館梨花ホール・小ホールに移動がスムーズに

できるようエスカレーター等の設置も含め施設バリ

アフリー化を検討すること。その他の公的施設や通

所・入所施設も、当事者と一緒にチェックし、バリ

アフリー化を促進し、改修助成費を増額すること。 

バリアフリー法では既存施設のバリアフリー化は努力義務とされており、未整備施設が多く存在し

ていることから、全国障がい者芸術・文化祭の開催を契機に「福祉のまちづくり推進事業補助金」の

制度を拡充し、既存民間施設の整備促進を図ることを検討する。 

また、福祉保健部と連携して、公共施設を含めた既存施設のバリアフリー化が進むよう広く周知を

図っていく。 

 ・バリアフリー環境整備促進事業 １８，５２１千円 

 

鳥取県立県民文化会館のバリアフリー化については、平成２５年３月に障がい者団体等のご協力の

もと、施設の現状を点検し、改善が必要な箇所のリストアップを行った上で、計画的に改修に着手し

ている（平成26年度は梨花ホール３、４階のトイレ改修を実施予定）。 

エスカレーターの設置については、技術的な見地から改修に伴い梨花ホール及び小ホール等の閉鎖

が必要になることから今後の大規模改修に伴う施設閉鎖のタイミングを見ながら改修の実施につい

て検討する。 

・鳥取県立県民文化会館等施設整備事業      １９７，６６０千円 

 

なお、公的施設については、平成２６年度に全国障がい者芸術・文化祭が開催されるのに合わせて、

来場者の方が近隣施設を利用される際の利便性の向上に資するため、現在、県ホームページで公開し

ているバリアフリーマップを平成２６年度に更新するため、調査票を３月中に県内施設に送付して現

状調査を実施することとしている。この調査結果に基づき、県有施設については施設の性格や利用状
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

況を踏まえて車いす使用者用トイレ等の整備を進めていく。また、市町村の施設についても車いす使

用者用トイレ等の整備について働きかけていきたい。 

また、障がい者が利用する通所・入所施設については、基本的には障がいの特性に応じた施設基準

が適用されているところであるが、状況の変化等によりバリアフリー化が必要となる場合には、既存

の施設整備に対する補助事業を活用していただきたい。 

○鳥取県身体障害者作品展示会は、個別に作品を出

展するきらきらアートと違い、歴史や団体としての

思いもあり、単に作品を展示するにとどまらず、身

障者同士のネットワーク化に資するものであり、県

助成を復活すること。 

身体障害者作品展示会については、社会福祉法人鳥取県身体障害者福祉協会に委託して平成２１年

度まで開催していたが、身体障がい者のみならず他の障がい者の美術作品も展示するために、平成２

２年度からは様々な障がい者の作品展示を行う「きらきらアート展」に統合して、その実行委員会に

委託することとしているため、身体障害者作品展示会を復活して開催することは考えていない。 

○災害時における障がい者等も含めた要援護者の把

握（名簿作成）と関係機関の支援体制の整備を早急

にすすめること。また、要援護者の避難訓練、障が

い当事者の意見を踏まえて、バリアフリー化対応整

備等について県の財政支援を含め市町村等に対して

実践的な指導をすること。 

 平成２５年６月に一部改正された災害対策基本法により、災害時における要支援者（障がい者、要

介護者、独居の高齢者など）の名簿作成が市町村の義務となるとともに、その名簿を活用した実行性

のある避難支援が求められており、県では、市町村の福祉及び防災担当者への広報及び効果的な連携

を呼びかけている。 

平成２６年度においても県社協、市町村社協、市町村と連携し、支え愛マップづくりを行う町内

会・集落等への補助の支援や、県民への取組の必要性を周知する講習会なども開催しながら、一層

の推進を図ることを当初予算において検討している。 

なお、バリアフリー化についても、まずは、町内会・集落等内で、その必要性等を検討すること

が必要であり、支え愛マップづくりに障がいのある方も入っていただくことを市町村に呼びかけて

いきたい。 

・みんなで支え愛！災害時要支援者対策推進事業  １６，３００千円 

○各種障がい者団体の事務局は、団体間の連絡・相

談・協議等の活動連携ができるよう、また家賃負担

が少なくすむよう、できれば公的な同一建物に同居

できるよう検討すること。他県の例も参考にして、

公的施設の整備を検討すること。 

福祉団体は総じて収益性に乏しく、県立施設に入居する場合には減免措置をとるなどできる限り

の配慮をしているところであるが、団体を１箇所に集約できるような施設を新たに設置することは

現実的には困難である。 

○相談員制度が県から各市町村事業に移譲されたた

め、市町村ごとに配置される相談員は人数が少なく、

横のつながりや研修が不十分となっている。県事業

にもどすか、あるいは、協会が行う研修の費用増額・

回数増、年1回の中四国研修会の参加人数増（現在60

名中９名程度の参加をせめて半数まで）のための予

算化をすること。これらの研修を支えるため、相談

員制度の市町村移譲に伴って削減され2名となった

地方分権一括法に基づき平成２４年度から身体障害者相談員及び知的障害者相談員の設置事業が

県から市町村に権限移譲された。 

県としては、相談員の資質向上を図るための研修事業を権限移譲後も継続実施しており、中四国身

体障害者ブロック研修会の参加費補助も含め、引き続き実施するよう当初予算で検討している。 

・地域生活支援事業（相談支援体制強化事業）     ３，２０７千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

協会事務局体制をせめて元の３名にもどすよう支援

を強化すること。 

⑨精神障がい者  

○精神疾患のある本人や家族に対し早期介入・早期

支援が求められており、特に若年層での発症が多く、

教育現場でのカリキュラム等の充実が必要である。

そのためには、各市町村教育委員会・学校まかせで

はなく、県教委として、精神疾患の正しい理解を深

める教育カリキュラムの充実方針並びに、いじめや

不登校等のこころの健康問題の実態把握と基本姿勢

を示すこと。（積極的にやっている静岡県では学校

で感想文を出している。しかし県内では学校によっ

て県教委が作成したチラシの配布も配布されていな

い学校もあるなど温度差がある）。また、教職員へ

の研修を徹底すること。 

平成２４年度に福祉保健部において、精神障がいの症状や精神障がいのある方への働きかけ方につ

いて分かりやすく示した学校教育用ＤＶＤやガイドブックを作成、配付するとともに、この教材を活

用した出前授業を行っているところであるが、十分な活用が行われていない状況である。 

県教委としては、福祉保健部の出前授業や教材活用が十分進むよう、担当課や関係機関等と連携し

ながら学校や市町村教育委員会に働きかけていきたい。 

また、県立学校においては、専門講師を活用した人権に関する教育を推進しており、引き続き取り

組んでいく。 

・県立学校人権教育推進支援事業 ３，１０９千円 

 

いじめや不登校の問題に対する基本姿勢は、現在策定中のいじめ防止対策推進法に基づくいじめ防

止等基本方針やいじめ防止対策ガイドブックにより示すこととしており、またHyper-QUや「いじめと

心のアンケート」を活用した実態把握に努めている。 

教職員の研修についても、いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、より一層の充実を図ることとし

ている。 

・いじめ防止対策推進事業             １３，４２４千円 

・不登校対策事業                 １１，８８９千円 

・高等学校等における不登校（傾向）生徒等支援事業  ８，８５０千円 

・いじめ問題支援事業                ９，１６２千円 

・心の育み支援事業                   ５４８千円 

○安心して地域でくらせるよう、ＡＯＴの東部・中

部・西部での体制を整備すること。また、東部・中

部・西部の各圏域にＡＣＴ実施の活動拠点を整備す

ること。 

ＡＯＴ（積極的訪問チーム）は、２４時間３６５日の在宅訪問支援を行うＡＣＴ（包括型地域生活

支援プログラム）を目指したシステムで、鳥取医療センターが病院独自の取組みとして実施している

が、ＡＣＴやアウトリーチ推進事業等医師を含む多職種チームによる在宅訪問支援は、事業実施に伴

う精神科医師等の人員体制の確保が困難であることなどから活動拠点を配備することは現時点では

困難な状況である。 
しかし、精神科病院及び訪問看護ステーションによる「精神科訪問看護」が実施されており、今後

もこうした支援体制の充実を図ることとし、引続き、研修会の開催や関係機関等へ働きかけを行って

いく。 
○全国47県立病院の中で精神科の入院病棟がないの

は鳥取県だけである。土日や夜間の対応を民間の病

院が行っているが体制が十分とは言えず、また精神

だけでなく総合的な疾患管理が必要な場合もあるた

全国で精神科の入院病棟がないのは本県だけではないが、本県は精神病床の過剰地域であること及

び県立病院に代わって精神科医療を行う精神科病院を指定病院として指定していることから、県立病

院に精神科の入院病棟を整備することは考えていない。 

なお、身体合併症患者の急性憎悪時に必要な入院治療は行っていきたいと考えている。 
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め、県立病院に精神科の入院病棟をつくること。  

○ひきこもり本人や家族のニーズ及び実態を把握

し、その支援の方針を障害福祉計画に反映させるこ

と。 

 平成２６年度の「第４期鳥取県障害福祉計画」策定に向けて障がい者のニーズや実態調査を行うこ

とを当初予算において検討している。 

なお、調査項目の内容や調査結果をどのように分析して計画に盛り込むかなど具体的なことについ

ては今後検討を行うこととしている。 

・障がい者の実態・ニーズ調査事業      ７，２７５千円 

○精神障がいがある人の地域での見守り体制整備及

び支援者育成を充実させること。現在、支援者の会

（ベストフレンド等）があるが、東部・中部・西部

の各圏域に組織すること。 

 精神障がい者本人やその家族等が実施するピアサポートや研修会等の開催支援や、県東部における

精神障がい者を支援する会「ベストフレンド」の活動を県中西部へ広げるための活動支援などについ

て当初予算において検討している。引き続き、当事者やその家族等の声に耳を傾け、より現場のニー

ズに沿った精神障がい者福祉施策の充実を図っていきたい。 

・地域生活支援事業（障がい者社会参加促進事業）（精神障がい者地域移行サポート事業、精神障

がい者等によるピアサポート・研修会開催支援事業補助金） １，３１０千円 

・鳥取県精神障害者家族会連合会支援事業    １，６００千円 

○精神障がいがある人の障がい特性に配慮した就労

支援をすること。 

 平成２５年６月の障害者雇用促進法の改正により、平成３０年４月以降は精神障がい者が雇用率の

算定基礎に算入されるため、企業等においても精神障がい者の雇用への関心が高まっていることか

ら、精神障がい者の特性を踏まえた上で雇用及び職場定着が進むよう、引き続きハローワーク等と連

携して取り組みたい。 

○就労意欲が増すような、回復に向けての支援体制

を整備すること。県は23年度～26年度の就労者を64

名にする計画であるが、その実現のための支援計画

を策定すること。 

 平成２５年６月の障害者雇用促進法の改正により、平成３０年４月以降は精神障がい者が雇用率の

算定基礎に算入されるため、企業等においても精神障がい者の雇用への関心が高まっていることか

ら、精神障がい者の特性を踏まえた上で雇用及び職場定着が進むよう、引き続きハローワーク等と連

携して取り組みたい。 

○精神疾患に対する正しい知識が不足している中

で、家族や地域での差別・偏見、相談体制の不足に

よって、本人や家族が地域で孤立し、孤独感を増し

ている。また、このような背景により家族会の充実

につながらない現状もある。家族会支援は市町村任

せではなく、県が研修会や情報提供を行い、家族会

結成への指導力を発揮すること。 

家族会は、精神疾患等に関して同じ悩みを共有し、互いに相談しあえる関係が作れるという利点が

あり、その役割は大きいと認識している。しかし、家族会の結成は、県が指導し結成するものではな

く、御家族が自発的に結成し運営する会であると考えている。 

県としては、悩みを抱え孤立している御家族に対し、各保健所や県立精神保健福祉センター等で行

う個別相談や研修会等様々な機会を捉え、家族会について情報提供を行っていく。 

⑩ろうあ団体連合会関係  

○「情報・コミュニケーション法（仮称）」の制定

を求めること。視覚的に情報が獲得できる環境（テ

レビ放送の手話放送・字幕番組の拡大・災害時の緊

急放送など）を充実し、市町村格差が生じないよう、

「手話言語法（仮称）」と併せて、「情報・コミュニケーション法（仮称）」についても、まずは法

制化を国に要望していく。 

手話通訳者の社会的地位の向上を図るため、手話通訳者の派遣報酬単価を２，０００円／時間から

３，０００円／時間へ引き上げることを当初予算で検討している。 
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国予算の義務化を求めること。市町村における手話

通訳者・要約筆記者派遣事業の実施義務化を求める

こと。手話通訳者等の社会的地位の向上（身分保障

の充実）をはかること。登録派遣通訳者の交通費支

援を充実すること。 

鳥取県手話言語条例の制定により、手話通訳者はますます重要な役割を担うと認識しており、今後

も手話通訳者の処遇改善等に取り組んでいきたい。 

・手話でコミュニケーション事業       ６５，６７７千円 

 

○夜間等緊急時に独自の連絡網をもつろうあ団体

は、さわやか会館に立ち入りできないため不安であ

る。単独で管理できる事務所・拠点施設の整備をす

すめること。 

聴覚障がい者の総合的な支援拠点として、平成２６年度に県内３箇所に「聴覚障がい者センター」

の設置を目指しているところであり、ろうあ団体連合会の意向を十分踏まえて、関係者と協議を進め

ているとともに、必要な経費について当初予算において検討している。 
・聴覚障がい者センター事業（聴覚障がい者意思疎通支援事業）  ２１，６４０千円 

 

○聴覚障害者にもわかりやすい（目で見える）防災

無線などの環境整備をすること。視覚的に情報が獲

得できる環境（防災行政無線の文字表示化システム）

の普及・充実をはかること。トリピーメールの緊急

時における情報伝達を工夫すること。（タイムラグ

がある。文章の読み書きが苦手な高齢聴覚障害者な

どにとっては内容を理解できない時もある）。ユニ

バーサル的な表示方法の検討をすること。 

住民への避難勧告・指示など緊急情報の伝達は市町村が主体的に担っており、県内市町村では情報

伝達の体制整備として防災行政無線の整備率１００％となっているところであるが、聴覚障がいのあ

る方に対しては、ファクシミリや携帯電話の電子メール（緊急速報（エリア）メールを含む）を活用

した連絡や、近隣に住むボランティア等が訪問を行うことにより、迅速で確実な情報伝達体制の確立

に努めるよう働きかけている。 

平成１７年からは市町村が避難勧告等を発表した際には放送事業者の協力を受けテレビを活用し

たテロップ（文字）放送も行っている。さらに、新たなシステムとしてデジタルサイネージ（防災行

政無線等の情報の電光表示板）の導入も市町村に働きかけていきたい。 

なお、県としては、市町村による主体的な情報伝達を補完するものとして、聴覚障がい者を含め、

あんしんトリピーメールにより、気象情報や地震情報、津波情報などを気象庁からの受信後リアル

タイムで自動配信しているところである。その他の災害情報（停電、道路の通行止め、公共交通機

関の運休等）については、手動配信となるため、一定の時間を要しているところであるが、例文を

用意し、文章作成時間の短縮化やとりネットＨＰ（モバイル版含む）及びとりったー（ツイッター）

の配信一括化を図るなど工夫しているところであり、引き続き情報配信の迅速化に努めていきた

い。また、わかりやすいユニバーサルな表記など、メール配信のあり方について検討を行う。 

 

聴覚障がい者は、悪天候時など自ら積極的に災害情報を入手することが大切であるが、情報を受け

取りにくいという面があり、迅速に避難所への避難ができないことが懸念される。 

こうした事態を避けるためには、早い段階での隣近所による声かけ、安否確認が重要となり、日頃

から自治会に加入したり、地域の避難訓練に参加したりするなど、近隣住民との関係性を深めておく

ことが大切である。 

市町村においては、災害時における要支援者対策として障がいのある方への個人避難支援計画の作

成に努められているが、まだまだ十分ではない状況である。県としても、市町村に個人避難支援計画

の作成の促進、支え愛マップづくりなど住民が迅速に避難できる体制の整備への障がいのある方など
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の参加等について働きかけたい。 

また、障がい者団体等が実施する「自助」の意識醸成を図ることを目的とした防災学習会等への支

援について当初予算において検討しているので活用していただきたい。 

・みんなで支え愛！災害時要支援者対策推進事業   １６，３００千円  

⑪腎友会関係  

○人工透析患者は年々増加し、その増加率に対して

透析専門医不足、スタッフ不足が深刻な問題になっ

ている。透析医療は週3回の継続した治療を必要と

し、また変化する体調に即応する必要があり、医療

スタッフの不足は患者の不安となっている。透析に

関する専門医及びスタッフを養成すること。合併症

発生の可能性もあり、県立病院など総合病院での医

療体制を充実させること。 

これまでも医師不足、看護職員不足の解消のため奨学金を始めとした様々な施策を講じているとと

もに、腎臓内科などに医師を誘導する措置について国に要望するなど、県内の医療体制の充実に向け

努力しているところである。 

・鳥取県地域医療再生基金事業（各種医師関係奨学金）  ２５９，９２０千円 

・看護職員等充足対策費（看護職員修学資金資金等貸付事業） ４１８，８２４千円 

 

 県立病院では、急性期病院として透析導入及び重症・合併症のある患者を主として治療しており、

今後も他の医療機関と連携しながら、引き続き重症患者等を受け入れていきたい。 

○週３回の透析患者にとって通院は欠かせない。し

かし住む地域によっては公共交通機関の利便性が悪

い地域もあり、通院にかかる費用も高額となってい

る患者もある（例：片道1000円、月４万など）。透

析患者の通院費助成制度を充実させるため、県独自

制度の創設あるいは、市町村制度への上乗せを検討

すること。 

通院交通費については、透析患者等身体障害者手帳をお持ちの方に対するタクシー割引制度がある

ほか、市町村によっては移動機会の確保のためのタクシー料金助成制度が行われているので、これら

を活用していただきたい。 

○障害の重度化・重複化で介護を必要とする患者が

急増し、在宅支援・通院対策・施設入所などが深刻

となっている。要介護透析患者への医療・福祉サー

ビスを拡充すること。 

透析を受けている方は、すでに要介護認定の算定基礎となる「要介護認定基準時間」に一定の配慮

がなされており、高齢者で透析が必要な方は、すべて、介護予防又は介護給付が受給できるよう考慮

されていることから、現行制度でも対応できているものと認識している。 

○指定管理者制度導入によって、難病・慢性疾患患

者支援自販機設置ができなくなっているところもあ

る。自販機設置による売り上げの一部の収入は、障

がい者団体の活動の重要な財源であり、設置の要望

が腎友会、県身体障害者協会から出ている。県有施

設は、指定管理者任せにするのでなく県の責任で設

置できるようにすること。県有施設の設置可能場所

を調査し、関係団体に紹介すること。 

 難病・慢性疾患患者支援自販機の設置の仕組みなどについて、関係団体等に話を伺ってみたい。 

○財政基盤が弱く、全国の腎友会の中で常駐の事務

局員がいない（無報酬）のは鳥取県と石川県の2県だ

本県では、現在、平成２３年度に策定した県有資産マネジメント方針を踏まえ、県有施設が有効活

用できているかどうかの点検を全庁的に行っているところである。 
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けである。公共施設内に腎友会事務局を確保するこ

と。 

また、これまでも公共施設について活用の可能性のある施設の情報を把握した際には、団体に対し

て情報提供してきたところである。 

○災害時・緊急時の透析医院体制の整備と確保をす

ること。透析に不可欠な水と電気の供給体制を整備

すること。透析が不可能となった医療機関が出た場

合の患者の移送、代替え施設の確保、県内すべてを

カバーするネットワーク体制整備、また県外の医療

機関との連携も視野に入れた体制整備をすること。

透析医療と避難施設との連携及び、避難施設での透

析医療に不可欠な食事管理（バナナ・牛乳はだめ）

ができるよう配慮すること。ガソリン不足で通院で

きなくならないようガソリンの優先・配慮をするこ

と。 

これまで、地域医療再生基金等を活用し水の供給体制、自家発電施設の増強等の支援を行ってきた

ところである。また、平成２４年７月に策定した鳥取県災害医療活動指針や、現在、関係者のご意見

を伺いながら策定している災害時の透析医療の指針により、県内外の行政、医療機関のネットワーク

づくりや平時の準備、資材の供給等について体制構築をしているところである。 

（６）社会福祉協議会関係  

①「わが町支え愛活動支援事業」及び同事業のスーパ

ーバイザー配置（市社協）は、2014年度も継続し、市

町村負担なしでも支援が受けられる事業とすること。

更に、県支援１０／１０となるようにすること。 

スーパーバイザーの配置については、当初予算において検討中である。 

「わが町支え愛活動支援事業」も、平成２６年度においても引き続き市町村と連携・支援しながら

事業促進を図るよう、当初予算において検討している。 

・みんなで支え愛！災害時要支援者対策推進事業    １６，３００千円 

②モデル事業として開始された生活困窮者自立促進支

援事業（とっとりパーソナルサポートセンターの運営）

は、生活保護受給を妨げず、必要な人は生活保護への

接続を積極的にはかるようにすること。県の支援を厚

くし、制度実施の中で生まれた困難点の改善を国に求

めること。 

生活保護に至る前の段階にある生活困窮者の自立促進を図り、第２のセーフティネットの充実・強

化を図ることを目的とした生活困窮者自立支援法が平成２７年４月１日から施行される。 

この法律により、市町村等が実施する生活困窮者に対する自立支援事業の試行と、円滑な立ち上げ

の支援、人材育成等を図るため、国のモデル事業を活用し、東部圏域の市町村を対象に鳥取県社会福

祉協議会に「とっとりパーソナルサポートセンター」を平成２５年１１月２５日に開所した。 

平成２６年度も引き続き事業の試行と県内市町村における事業立ち上げの支援を行うよう当初予

算において検討している 

なお、事業の実施にあたっては、生活保護が必要な場合には確実に生活保護につなぐよう、県社会

福祉協議会及び各福祉事務所に周知済みである。 

・生活困窮者自立促進支援モデル事業      ４０，０００千円 

③県社会福祉協議会活動費交付金事業は、地域福祉の

サポート体制を保障するものとして重要であり、今後

も継続すること。 

平成２５年度当初予算から交付金を導入し、組織体制の強化を図るとともに、専門性や企画立案

能力の向上を図った。平成２６年度においても引き続き支援を行うことを当初予算において検討し

ている。 

・鳥取県社会福祉協議会活動費交付金     ２３８，５７６千円 

④日常生活支援事業は、生活困難者の生活支援として

かかせない役割を果たしている。専門員の配置基準の

平成２６年度には専門員の負担軽減及び事業の円滑化を図るため、県、県社協及び実際に事業執行

を行っている３つの基幹的社協で、事業のあり方等について検討することとしている。 
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緩和（増員）及び「成年後見制度」との連携がうまく

いく制度の構築を検討すること。 

また、日常生活自立支援事業と成年後見制度の連携は必要であることから、平成２５年度に県、県

社協及び成年後見支援センターとの意見交換を初めて実施し、平成２６年度においても引き続き支援

を行うことを当初予算において検討している。 

・鳥取県社会福祉協議会活動費交付金     ２３８，５７６千円 

⑤福祉人材の養成確保につながる「福祉人材センター

の」予算を継続・充実すること。 

福祉人材センターの予算については、平成２６年度においても引き続き支援を行うことを当初予

算において検討している。 

・鳥取県社会福祉協議会活動費交付金     ２３８，５７６千円 

（７）民生委員協議会関係  

①住民の身近できめ細やかな相談支援を行う民生児童

委員活動費及び地区民生委員協議会活動推進補助金の

継続と増額をすること。 

民生委員・児童委員は、地域住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うなど、地域のつ

ながりが希薄化する現在、その役割は重要性を増している。 

県としては、意見交換会を実施して活動する上での悩みや課題、要望を聞きながら、活動しやす

い環境を整備するよう努めているところである。 

民生委員・児童委員の活動を支援していくために、民生委員・児童委員活動費及び地区民生委員

活動推進補助金について、当初予算で検討している。 

また、活動費の増額については、算定の基礎となる国の交付税単価の引き上げを要求することを

検討していきたい。 

・民生委員費       １１３，００４千円 

②民生・児童委員の自宅に掲示する門標は市町村によ

ってまちまちである。すべての市町村で掲示できるよ

う「門標作成費」を助成すること。 

民生委員・児童委員に対する地域住民からの認知度不足という現状があり、地域の相談者と民生

委員・児童委員とをつなげ、活動しやすい環境をつくるためには、民生委員・児童委員であること

を示す門標の作成は必要であると判断しており、対応を、当初予算において検討している。 

 ・民生委員費（門標作成費）         ４２２千円 

（８）住宅  

①県営住宅を増設すること。離職者向け緊急避難住宅

戸数を増やすこと。 

人口・世帯数の減少に伴い、１０年以内には公営住宅の戸数が入居対象とする住宅に困窮する世帯 

数を上回ることが予測され、さらに民間賃貸住宅の空き家が１万７千戸存在することを踏まえると増 

設する状況にないと考えている。 

  離職者向けの住宅には、建替え等のため政策的に空き家としている県営住宅を提供し、目的外使用

許可をしているが、離職者から入居希望があれば全て対応できており、戸数が不足している状況には

ない。 

②若者向け公営住宅を整備、家賃助成をすること。 人口・世帯数の減少や民間賃貸住宅の空き家の状況を踏まえると県営住宅を増設する状況にないこ

とから、若者向けに特化した住宅を整備することは考えていない。 

 また、県営住宅の家賃については、年齢にかかわらず収入状況等により減免を実施しているため、

新たに家賃助成することは考えていない。 

③障害者・高齢者が安心して住める公営住宅を整備す 高齢者・障がい者対策として、住戸改善工事時にバリアフリー化（共用部のエレベーター、スロー
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ること。高齢者・障害者などへの「あんしん賃貸住宅」

支援事業は、中部の相談員が廃止され、東部での対応

となったが、東部の相談件数も倍増している。中部の

担当者を復活させること。 

プの設置、住戸内の段差解消、手すりの設置など）を順次進めるとともに、関係団体のご意見を聞き

ながら車いす使用者用の住戸を年次的に整備している。 

あんしん賃貸支援事業は年々相談件数が増加しているが、減員前と同一の相談員２名が継続して対 

応しており、その経験の蓄積等により現状の相談件数に対応できている。今後、更に相談件数が増加

するなど、現在の体制で支障を来す場合には、改めて人員配置について検討したい。 

・鳥取県居住支援協議会活動支援事業 ８，１９２千円 

【子育て・教育】  

（１）「子育て王国条例」は、県の責務は努力規定でなく、

義務化し県の責務明確にすること。 

「子育て王国とっとり条例」の県の責務に関する規定（第４条）において、「県は、（中略）子育

て支援等に関する施策を総合的に推進するものとする。」（第一項）及び「県は、子育て支援等に関

し専門性の高い施策及び広域的な対応が必要な施策を実施する（後略）」（第二項）として、明確に

規定する予定である。 

（２）子どもの医療費は窓口負担無料とすること。18歳ま

で助成を拡大すること。 

医療機関における適正な受診のためには、基本的に医療費の患者負担は必要と考えており、窓口負

担を完全無料にすることについては、現在のところ考えていない。 

また、子ども医療費助成は、平成２３年４月から全市町村との合意のもと、対象年齢を中学校卒

業までとしており、当面は現行制度の定着と円滑な運用に努めたい。 

（３）就学援助制度の対象が縮小している自治体がある。

実態調査し、拡充させること。 

準要保護者の認定基準については、各市町村教育委員会が定めることとされており、各市町村で判

断されるべきものと考える。 

（４）子ども子育て新制度は、保育に、もうけ本位の株式

会社の参入を促進し、人員配置基準・面積基準・安全

基準の緩和など、保育の営利化、規制緩和をすすめ、

保育への公的責任を後退させ、“安上がり化”をすす

めるものである。拙速な導入に反対すること。 

子ども・子育て支援新制度の各種基準は、現在、国において検討されているところであるが、新た

に制度化される地域型保育事業は、市町村が条例で基準を定め認可を行い、それらの基準に従い保育

を実施することになるなど、公的責任が後退するとは考えていない。国に対しては、地方の声を反映

した制度となるよう、積極的に意見を述べていく。 

 

①保育所入所にもれた場合の不服審査請求権を明記

し、他の事業も使えなかった場合、事業所に対して市

町村への連絡義務を課し、その後の市町村が待機児童

としてカウントして責任をとることを明確にするこ

と。 

新制度においては、当分の間、保育を必要とする子どもの全ての施設・事業の利用について、市町

村が利用の調整をすることとされており、希望者が確実に保育の利用ができるよう市町村と共に取り

組んでいく。 

②保育時間が親の労働時間で短時間と長時間に分けら

れようとしているが、子ども生活のリズムや友達集団

を奪わないよう、これまでの一日８時間保育の保障を

求めること。 

新制度での保育の必要量は、現在の保育の必要性の認定と同様、労働時間だけでなく、親族の介護・

看護、求職活動、就学なども含んで認定されることになることから、国に要望することは考えていな

い。 

③施設運営費の固定費や、保育士の給与・処遇改善は

国庫補助を求めること。 

新制度の本格施行に向けて、現在、国で公定価格の検討が行われており、県では、保育士の給与・

処遇が改善されるような公定価格になるよう平成２５年１１月に国要望を行った。また、保育士等の

処遇改善事業が「保育緊急確保事業」（平成２６年度国当初予算案）に盛り込まれていることから、
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現時点において、新たな国庫補助制度として要望することは考えていない。 

 

④地域型保育は、都市部に合わせ、待機児童対策の名

の下に一律に規制緩和されようとしている。空きビル

利用で避難階段なしとならないよう、子どもの安全確

保第一の基準を求めること。 

新制度における地域型保育事業は、市町村が条例で基準を定め認可することとされているが、避難

階段や乳幼児の転落事故防止設備等の施設の安全性については、現在、国において認可保育所の取扱

に準ずる方向で検討されている。 

（５）保育  

①認可保育所を増設すること。公立保育所の運営費国

庫補助の復活を求めること。保育の公的責任を後退さ

せる保育所の民営化に反対すること。株式会社の参入

はさせないこと。 

必要な保育所の増設については、安心こども基金を活用した整備等について、引き続き、市町村に

働きかけていきたい。 

なお、公立保育所の運営費は、一般財源化により地方財政措置が講じられており、国庫補助の復活

を求めることは考えていない。 

保育所の民営化については、保育の実施主体である市町村で考えられるものである。また、保育所

の設置申請があった場合、「施設の整備や運営等について審査基準に適合しているか」等を審査し、

「当該地域で保育需要が充足されていない場合」に設置認可を行うものであり、株式会社の参入を妨

げることは考えていない。 

②1人目から保育料を軽減するため県が支援すること。 保護者負担軽減の観点から、保育料の軽減支援については、全国トップレベルの手厚い支援を行っ

ているところであるが、新たに、中山間地域等の若者の移住定住対策など地域活性化として無償化等

に取り組む市町村に対する助成について、当初予算による対応を検討している。 

 ・中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業       ４３，３００千円 

③1歳児・３歳児の保育士配置加算を継続し5歳児にも

拡大し、更に市町村格差がでないよう条例化し、県の

補助を引き上げること。 

１歳児・３歳児の保育士配置加算は継続予定であり、当初予算による対応を検討している。なお、

５歳児への拡大や条例化については、現場のニーズを把握した上で、必要に応じて市町村と共に検討

していく。 

 ・低年齢児等受入保育所保育士特別配置事業     １６８，９８４千円 

④保育士の待遇改善に取り組み、正規雇用が増えるよ

う支援すること。 

保育士の処遇改善は、本来、国の責任で取組むべきものであり、従来から国に対して強く要望

を行っている。県では、１歳児及び３歳児の保育士特別配置事業において、正規職員単価の選択

制を導入し、市町村と協調して保育士の処遇改善と正規雇用を促進している。 

⑤認定こども園は、３歳以上児の保育士配置は保育所

並みに３0：１となるようにすること。給食の外部搬入

でなく自園調理とすること。 

認定こども園の３歳以上児１クラス３０人とすることについては、年度による入園児の変動がある

ことから、現在は３５人のままとしている。 

また、食事の提供については、保育所と同様、満３歳以上の子どもに限り、園外で調理し搬入する

方法が認められていることから、調理室を必置とはしていないが、現在、新制度の施行に向けて各種

基準が検討中であり、その動向を注視していきたい。 
⑥3才以上児の保育所給食をご飯も含めた完全給食と

なるよう、ご飯代を県が支援すること。炊飯器購入支

援をすること。 

保育所の給食については、満３歳以上の子どもに限り、園外で調理し搬入する方法が認められて

おり、県が完全給食のための支援を行うことは考えていない。 
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⑦３才未満児のいる保育所には、看護師又は保健師を

配置できるように人件費支援制度を確立すること。 

看護師又は保健師の配置は、従来、乳児が６人以上いる保育所で１人について保育士とみなすこと

ができることとなっていたが、今般、国の省令改正により、乳児４人以上の保育所に補助要件が緩和

改正されたことから、配置しやすくなると考えており、現時点で、県が看護師又は保健師の配置に対

して人件費支援を行うことは考えていない。 
（６）放課後子どもクラブ・教室  

①「子ども子育て新制度」で市町村条例で設置基準を

定めることになったが、従うべき基準とされたのは指

導員の配置基準のみで、面積基準などは参酌基準とな

っている。常任で常勤の指導員の複数配置をはかると

ともに、指導員の待遇改善、面積基準の確立をすすめ、

地域格差の改善をすすめること。営利企業の参入促進

は反対すること。 

平成２７年度から開始予定の子ども・子育て支援新制度では、具体的な基準については市町村条例

で定めることになっているが、対象年齢が６年生まで引き上げとなることから、一定程度利用児童数

の増加が見込まれるため、ソフト・ハード面両での受け入れ体制整備を行う市町村への支援の拡充に

ついて、当初予算による対応を検討している。 

・放課後児童クラブ設置促進事業     ４３９，９０４千円 

②抜本的に増設し、県として保育料の軽減制度を創設

すること。 

保育料軽減制度については、市町村がそれぞれの判断で実施しており、県として制度の創設

は考えていない。 

③「放課後子ども教室」の国支援削減が回復されない

場合は、減額分を、県も市町村と一緒に支援すること。 

平成２６年度においても、国の「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」に基づいて、放課後子ど

も教室を実施する市町村への補助を行う予定である。 

なお、平成２５年度からは「年間２５０日未満、１日４時間以内（休業日等は８時間以内」という

基準が設けられたが、この基準設定によりどのような影響が出ているのか、国の基準を超えて事業を

実施している市町村から聞き取り調査を行っているところであり、市町村の実態を踏まえた上で、県

教委としても国に要望したい。 

・学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業（放課後子ども教室推進事業）  

２９，１４５千円 

（７）産前産後の支援・検診・予防接種  

○若い世代が結婚・出産にふみだすうえでの負担を軽

減するために、公共住宅の建設や「借り上げ」公営住

宅制度、家賃補助制度、生活資金貸与制度などの支援

を特別につよめること。 

人口・世帯数の減少や民間賃貸住宅の空き家の存在を踏まえると、新たに建設や借り上げをする状

況にないと考えている。 

 また、県営住宅の家賃については、年齢にかかわらず収入状況等により減免を実施しているため、

新たに家賃助成することは考えていない。 

○岩美町など出産後1ヶ月検診を検討している市町村

が出ている。県も一緒に支援し、全市町村に広げられ

るようにすること。 

１ヶ月健診を含めた産後ケア事業（産科医療機関からの退院直後の母子への心身のケアや育児サ

ポートなどを行うこと）の充実は必要と考えており、そのためのニーズの把握、今後の支援等につ

いて、母子保健を担当している市町村や関係機関と話し合ってみたい。 

○産科医師の増員のため支援を継続・拡充すること。 引き続き臨床研修資金貸付金や医師養成確保奨学金等により産科医師の増員につとめていく。 

・鳥取県地域医療再生基金事業（鳥取県臨床研修医研修資金貸付事業） 

         ２４，０００千円 

・鳥取県地域医療再生基金事業等（医師養成確保奨学金）  ８４，７２０千円 
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○風疹ワクチン接種助成を既婚者以外の男性にも拡大

し、事業所ごとの接種や啓発活動に力を入れること。

県職員への接種助成を行うこと。 

本県では先天性風しん症候群対策を効果的に行うため、妊娠を希望する女性及び妊婦の夫への風疹

ワクチン接種助成を平成２５年度に引き続き継続するよう当初予算において検討しているが、対象範

囲の拡大は予定していない。 

なお、予防接種が必要な者を効果的に抽出するための抗体検査については、妊娠を希望する女性や

妊婦の配偶者並びに同居家族を対象に無料の検査を行うこととしているところである。 

また、とりネットや啓発ポスター配布等による県民への啓発も行っており、これらを通じて、効果

的な接種や啓発を推進していく予定である。 

なお、県職員のみを対象とした特別な助成は、考えていない。 

・風しん対策特別促進事業       ９，５５５千円 

（８）里親制度  

○里親制度は子どもたちを家庭的環境で育てるために

重要な制度である。いっそうの拡充をはかり、里親へ

の支援や研修の充実、制度の周知をすすめること。 

 里親委託を推進するため、平成２３年度より里親により身近である機関として里親支援機関を設

置し、里親に係るスキルアップ研修や県民に対する啓発などの里親支援機関事業を委託し、民間の

専門的なノウハウを活用しながら事業実施しているところである。 

また、平成２５年度から県内の全市町村に里親を配置するため、里親未配置自治体を中心に各種

集会等で制度説明を行うなどの広報啓発活動を実施している。 

また、里親制度を知らない若い世代を対象としたフォーラムを開催し、新規里親の登録を促進し

ていくとともに、悩みを持つ里親にベテランの里親が相談に乗る里親メンター事業を実施し、里子

を養育する里親の支援体制を整備していくことを当初予算において検討している。 

・里親支援機関事業                ８，９９８千円 

・里親委託推進総合対策事業        ５，３４０千円 

（９）教育改革 

 日本の教育は、「異常な競争教育」「世界一の高額

費」「教育の自由への乱暴な介入」という世界に例の

ないゆがみを抱えている。しかし安倍政権は、全国学

力テストの体制や、教員統制、教育委員会制度の改悪、

教科書検定基準の改悪・侵略戦争美化の歴史教科書の

押しつけ、道徳の「教科化」をすすめ、教育の歪みを

いっそう広げようとしている。「戦争する国づくり」

や「弱肉強食の経済社会」という国策に従う人づくり

ではなく、子ども一人一人の人格完成を目的とした教

育が全うできるよう条件整備をすること。 

 

①全国学力テストの中止を求め、テスト結果の公表や

情報開示はやめること。 

全国学力・学習状況調査の目的は、児童生徒の学力や学習の状況を把握して、学習や指導の改善に

役立てることである。各市町村や学校では調査結果等を活用して改善に取り組んでおり、県教育委員

会としても、家庭・地域とともに児童生徒の学力向上に取り組もうとする学校や市町村を支援する事
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業などを実施している。児童生徒の学力等の状況や改善に向けた取組の成果を検証する観点から、調

査の継続実施は必要と考えている。 

 なお、調査結果の公表・開示については、情報公開条例等に基づいて取り扱う。 

②教育委員会制度を維持し、公選制とすること。教育

長などトップへの権限集中やトップによる教員評価制

度はやめること。 

教育委員会制度の見直しについては、平成25年12月13日に中央教育審議会から「今後の地方教育行

政の在り方について」の答申が行われ、現在、国において必要な法改正等の準備を進められていると

ころであり、今後も国の動向を注視していきたい。 

教職員の評価は、法律に基づき、教職員の人材育成及び資質向上の観点で行っており、学校教育の

一層の充実に努めていきたい。 

③教科書検定への文科省の介入はやめるよう求めるこ

と。 

学校教育においては、全国的な教育水準の維持向上を図り、教育の機会均等を保障、適正な教育内

容を維持、教育の中立性を確保することなどが求められている。教科書検定は、これに対応するため、

① 学習指導要領への準拠性、② 児童生徒の発達段階への適応性、③ 教材の客観性・公正性・中立

性、④ 内容の正確性、等の観点に基づいて行われているものと認識しており、文科省への要望を行

うことは考えていない。 

④子どもの内心に点数をつける道徳の教科化はやめる

よう求めること。 

文部科学省の平成２５年１２月２６日付「道徳教育の充実に関する懇談会報告」によると、「道徳

教育については、一人一人の道徳性を培うものであり、道徳性はきわめて多様な心情、価値、態度等

を前提としていることに鑑みれば、数値による評価を行うことは不適切であり、この考え方は引き続

き維持すべきである。また、児童生徒の内面そのものを評価の対象としたり、入学者選抜等の他の判

断の基礎としたりすることについても厳に慎むべきと考える。」と報告されており、教育委員会とし

てもこの趣旨に沿って対応していく。 

⑤国の責任で小中学校の30人学級を実現するよう求め

ること。県の35人学級は30人学級へと発展させること。 

国へは、本年度も７月に少人数学級の拡充のための教職員定数の改善など、少人数教育の推進につ

いて要望したところである。 

また、本県においては市町村の協力のもと、平成２４年度から小学校３～６年、中学校２・３年の

３５人学級を行ったところである。拡充した少人数学級の成果や課題、また適切な学級規模等の検証

が必要であり、現在のところ３０人学級へさらに拡充することは考えていない。 

⑥子どもの権利条例を制定すること。 いじめなどのこどもの人権侵害に係る相談については、「人権尊重社会づくり相談ネットワーク」

及び「こどもいじめ人権相談窓口」を設け、個々の事案について丁寧に対応している。 

 人権尊重の社会づくり相談ネットワーク事業 ９，９４８千円 

 こどもいじめ人権相談運営事業       ２，６９５千円 

⑦小中学校へのエアコン設置助成やペレットストーブ

設置助成をすること。教育施設への太陽光パネル設置

と環境教育を促進すること。 

小中学校へのエアコンやペレットストーブといった空調機器の整備については、設置者である市町

村が実態に応じて必要性等を判断して取り組むべきものと考えており、県において設置に対する助成

等を行うことは考えていない。 

教育施設への太陽光パネルの設置については、県立学校においては、現在３校において太陽光発電

設備を設置して発電を行っており、児童生徒への環境教育に活用している。現在、鳥取西高の耐震改

修工事に併せて導入を計画しているほか、環境立県推進課において、県立図書館及び県立学校４校に
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屋根貸しによる太陽光発電設備の整備が検討されており、そのほかの施設については、環境教育への

活用に向けて、導入に要するコストも踏まえながら引き続き検討していく。 

なお、公立小中学校への導入については、国庫補助制度があるほか、県においては「市町村交付金」

「とっとり環境イニシアティブ推進支援交付金」で学校への再生可能エネルギー導入に要する経費を

補助対象としている。 

環境立県をめざしている本県において環境教育の重要性は認識しており、今後とも環境教育の充実を

図っていきたい。 

（10）スクールソーシャルワーカーの配置は市1/３、県２/

３の負担割合であるが、県支援割合を増やし、増員を

すること。 

スクールソーシャルワーカー配置事業は、平成２０年度から２年間の予定で国の調査研究事業（国

10／10）として開始された。しかし、平成２１年度は国の急な制度変更で補助事業（1／3）となった

ため、暫定的に県が残りの2／3を負担し、平成２０年度とほぼ同じ枠組みで実施した。平成２２年度

以降は、それぞれの実態に応じた運用を望む各市町村からの要望も踏まえ、事業主体が市町村となる

間接補助形式（市町村1／3）で実施しており、今後も同様な支援としていく。 

 なお、スクールソーシャルワーカーの任用は、市町村が必要に応じて行っている。 

（11）特別支援教育  

①深刻化している特別支援教育の条件整備をすすめる

こと。 

特別支援教育の推進に当たっては、教職員の専門性の向上が必要である。 

特別支援教育主任の研修について、昨年度まで新任の特別支援教育主任を対象としていたが、今年 

度から全ての公立小・中・高等学校を対象とした悉皆研修としており、引き続き取り組んでいく。 

 また、特別な支援を必要とする児童生徒への対応は、組織的な対応が必要であり、管理職が特別支

援教育に対して正しい理解を持ち、リーダーシップを発揮しながら校内体制を整備していくことが重

要であることから、これまで新任管理職のみを必修とし他の管理職は希望者の受講としていた研修

を、平成２６年度からは管理職の悉皆研修とすることとしている。 

 ・発達障がい児童生徒等支援事業（小中高等学校管理職等専門性向上事業） １５２千円 

②１自治体に１教室は中学の通級支援教室の設置をす

ること。 

通級指導教室については、市町村からの要望を受けて、国の加配を活用し順次設置を進めている。

当初は希望が多かった小学校への設置を進めてきたが、中学校への希望も強くなり、平成２３年度か

らは中学校にも設置している。引き続き、市町村からの要望を踏まえて、国に要望していく。 

（12）授業料関係  

①低所得世帯の高校進学を保障するよう、高校受験料、

高校入学金の助成制度を検討すること。 

公立高校授業料無償制の見直しに伴い、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、平成26年度か

ら国の補助により低所得者世帯を対象とした給付金制度を創設することを検討している。 

    対象者：非課税世帯の高校生等 

    給付額：国公立の高等学校等 ３２，３００円～１２９，７００円 

        私立の高等学校等  ５２，６００円～１３８，０００円 

・育英奨学事業（給付型） ４３，２０６千円 

②ＯＥＣＤ加盟国３４か国で給付制奨学金制度がない 平成２６年度から国の補助により、奨学のための給付金事業を創設することを検討している。 
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のは日本と大学授業料が無料のアイスランドだけであ

り、国に給付制奨学金制度の創設を求めること。県独

自の給付制奨学金制度を検討すること。 

県独自の事業は今のところ予定していない。 

・育英奨学事業（給付型） ４３，２０６千円 

③高校授業料無償化制度の所得制限導入をやめるよう

求めること。 

公立高校授業料無償制の所得制限の導入は、奨学のための給付金や家計急変への支援等、教育費の

負担軽減施策と併せて検討されたものであり、限られた財源の中で制度を維持するために必要なこと

から、国に所得制限導入の中止を求めることは検討していない。 

（13）私立・専修学校関係  

①私立学校関係者への以下の事業の継続すること。第

２６回鳥取県私立中学校等学校教職員教育研修大会、

中国地区私立幼稚園教育研修会鳥取大会、発達障害の

理解とその支援セミナー、学校法人における人事労務

トラブル研修、明日の教育と教師の使命～学校教育環

境の変化と私学の豊かな心を育てる制度指導支援。 

鳥取県私立学校協会が実施する教職員の資質向上のために行う研修及び教育研究等に要する経費

の一部を助成する予算を確保するよう検討している。 

 ・私立学校協会補助金 １，８７０千円 

②私立学校の授業料・学校経費に対する支援を増額す

ること。就学支援金の充実と、授業料減免制度の充実。 

私立学校の経常費に対する本県の助成は全国一手厚く、学費の押し下げ（全国で最も安い授業料）

に貢献している。経常費について当初予算においては、今年度と同水準の額に加え、消費税増税分に

係る予算確保を検討しており、引き続き生徒･保護者の経済的負担軽減を図っていく。 

私立高等学校就学支援金については、平成26年度以降国の制度改正により制度が拡充され保護者の

負担が軽減されることに加え、本県独自の私立中学校就学支援金制度を引き続き維持するとともに、

国の高等学校等就学支援金制度見直しに合わせて低所得世帯等に対する加算を充実させる予算を計

上している。 

【低所得世帯等に対する加算（一律支給額9，900円/月）】 

（現 行）250万円程度以下：２倍、250～350万円程度：１．５倍 

（見直し）250万円程度以下：２．５倍、250～350万円程度：２倍、350～590万円程度：１．５倍 

 ・私立高等学校等就学支援金（私立中学校就学支援金） ３８，０３２千円 

  ・私立高等学校等就学支援金（高等学校等就学支援金）４９１，７１８千円 

  ・私立学校生徒授業料等減免補助金          ３４，０２２千円  

③私立学校の早期耐震化のため、補助制度の充実強化

をはかること。 

県立高校や全国私学と比べて耐震化が遅れていることから緊急的に校舎等の耐震化を促進するた

め、改築事業及び耐震補強事業に関する補助率の引き上げを検討している。 

【補助率の引き上げ案】・・・関係助成条例を改正予定 

 改築・・・現行：１／２ 

改正：２／３（Is値０．３未満は国庫補助（1／3：H26より）を充当） 

 補強・・・現行：Is値０．３未満は２／３、Is値０．３～０．７未満は１／２ 

      改正：Is値０．７未満はすべて２／３ 

 ・鳥取県私立高等学校等改築事業補助金（制度要求） 
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 ・鳥取県私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金（制度要求） 

④私立学校の改築助成は、補助率の引き上げと、現有

面積の上限を緩和すること。 

県立高校や全国私学と比べて耐震化が遅れていることから緊急的に校舎等の耐震化を促進するた

め、改築事業及び耐震補強事業に関する補助率の引き上げを検討している。なお、私立学校への助成

は教育研究と経常的経費を対象としており、施設の新設は設置者が負担することとなっている。（現

有面積を超える施設整備は施設の新設となる。） 

【補助率の引き上げ案】・・・関係助成条例を改正予定 

 改築・・・現行：１／２ 

改正：２／３（Is値０．３未満は国庫補助（1／3：H26より）を充当） 

補強・・・現行：Is値０．３未満は２／３、Is値０．３～０．７未満は１／２ 

      改正：Is値０．７未満はすべて２／３ 

 ・鳥取県私立高等学校等改築事業補助金（制度要求） 

 ・鳥取県私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金（制度要求） 

⑤土曜日授業の支援をするのであれば、私学も公立と

同等に支援対象とすること。 

土曜日授業を「確かな学力」を身に付けるための方策のひとつと位置付け、土曜日の教育環境を充

実させるために土曜日授業に主体的に取組む学校設置者への助成を検討している。 

 ・私立学校教育振興補助金（学力向上推進事業・土曜日授業実施校への助成） ９，０３８千円 

⑥私立学校のその他納付金の減免の対象限度額（現在

１２０００円）を引き下げ、入学金助成、授業料減免

制度補助金の拡充で、保護者負担の軽減をはかること。 

私立学校の経常費に対する本県の助成は全国一手厚く、学費の押し下げ（全国で最も安い授業料）

に貢献している。経常費について当初予算においては、今年度と同水準の額に加え、消費税増税分に

係る予算確保を検討しており、引き続き生徒･保護者の経済的負担軽減を図っていく。 

私立高等学校就学支援金については、平成26年度以降国の制度改正により制度が拡充され保護者の

負担が軽減される予定である。 

 ・私立高等学校等就学支援金    ５３１，３７５千円 

 ・私立学校生徒授業料等減免補助金  ３４，０２２千円 

⑦私立中学就学支援金制度を維持すること。 引き続き、本県独自の私立中学校就学支援金制度を維持するとともに、国の高等学校等就学支援金

制度見直しに合わせて、低所得世帯等に対する加算の充実を当初予算で検討している。 

 【低所得世帯等に対する加算（一律支給額9，900円/月）】 

 （現 行）250万円程度以下：２倍、250～350万円程度：１．５倍 

 （見直し）250万円程度以下：２．５倍、250～350万円程度：２倍、350～590万円程度：１．５倍 

 ・私立高等学校等就学支援金（私立中学校就学支援金）３８，０３２千円 

⑧現在、米子北斗と湯梨浜学園が中高一貫校となって

いるが、教育振興補助金の生徒一人当たりの支給額が、

中学部分が高校部分に比べ低く、格差がある。同等と

なるようにすること。 

補助金の生徒単価・学校単価は、中高それぞれの実績額、法令所定の教職員数等から学校運営に係

る費用を積算し算出しているため、異なる単価となっている。 

学校規模が小さく運営コストが割高な実態をより反映し、消費税増税分も考慮した補助単価となる

よう、新年度からの単価見直しを検討している。 

 ・私立学校教育振興補助金（中学校・一般分） １３２，８１４千円 

⑨私立専修学校教育振興補助金の補助率をアップする 専修学校・各種学校は、本県の職業教育を担っていることから、引き続き専修学校教育振興補助金
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こと。 及び、技能教育施設運営費補助に係る予算を確保、計上している。さらに、中卒者が入学できる専修

学校高等課程等は国の高等学校等就学支援金の対象となっており、平成26年度からは低所得世帯等へ

の支給額が最大2.5倍加算される予定。 

今後、県内の学生への県内専修学校･各種学校の教育内容に関する情報発信など生徒確保の取組を強

化される場合は、支援を検討したい。 

 ・私立学校教育振興補助金（専修学校） ９９，０７４千円 

⑩技能教育施設は、高等学校卒業資格も取得でき、「不

登校」やひきこもりの学生の学びの場となっている。

運営費助成の継続と拡充をすること。 

引き続き、専修学校教育振興補助金及び、技能教育施設運営費補助に係る予算を確保、計上してい

る。 

 ・私立学校教育振興補助金（専修学校） ９９，０７４千円 

⑪私立専修学校の授業料減免の適用・継続をすること。 引き続き、私立専修学校に在籍する生徒の授業料減免に係る予算を確保、計上している。 

 ・私立学校生徒授業料等減免補助金（専修学校分） １１，６１６千円 

⑫全国専修・各種学校総連合会中国ブロック鳥取大会

費用を助成すること。 

当該大会実施に係る予算の確保を当初予算で検討している。 

 ・私立学校協会補助金（全国専修学校各種学校総連合会中国地区協議会総会並びに研修会への助成）

  ２００千円 

⑬県内就職者の支援と自動車学校存続のため、県内就

職内定者への運転免許取得費用に対する一部助成をす

ること。 

本県では、県内就職希望者に対して、労働局等と連携して経済団体への求人要請、就職フェアや就

職ガイダンスの開催などの就職支援を通じて県内就職率の向上を図っているところである。 

運転免許は就業に必要不可欠な資格で、大半の就職内定者は自費で取得していることから、県内就

職内定者への運転免許取得費用の助成は、県内就職率の向上に効果がないものと考える。 

⑭高齢交通弱者に対する交通安全教育をするため、支

援制度を創設すること。 

指定自動車教習所が行う高齢者運転教育に必要な機材整備に対する補助制度は平成25年度で終了

することとなるが、今後も県下の交通情勢を踏まえながら、高齢者への講習等が効果的に行われる

よう交通事故・違反の情報や各種資料を指定自動車教習所に提供するとともに、各種講習等を通じ

て交通安全教育に協力していく。 

⑮鳥取県私学の退職金給付資金給付制度及び挙素愛制

度に対する補助率を堅持すること。 

引き続き、私学の退職金給付及び長期給付掛け金等に対する助成に係る予算の確保を当初予算で検

討している。 

・私立学校退職金給付財源補助金    ９１，９１０千円 

 ・日本私立学校振興・共済事業団補助金 １３，０２０千円 

⑯私立学校経営相談事業に対する補助金を堅持するこ

と。 

引き続き、当該事業に対する助成にかかる予算の確保を当初予算で検討している。 

 ・私立学校経営相談事業補助金 ５３０千円 

（14）私立幼稚園  

①県の担当部署は教育委員会とし、経過にふさわしい

教育としての位置づけをすること。 

現在、公立幼稚園は小中学校課が所管し、私立幼稚園は私学であるが幼保一元化の動きをとらえ、

子育て応援課が所管している。子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、今後、保育所と幼稚園を

一体とした施策の推進が求められることから、教育委員会とより一層連携を強化していきたい。 
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②幼稚園経営基盤の安定のため経営費支援の予算額を

堅持・充実すること。 

私立幼稚園の経営の健全性を高めるため、私立幼稚園に対する運営費補助金については、本年度

と同程度の予算規模を維持するよう、当初予算による対応を検討している。 

 ・私立幼稚園運営費補助金         ８５９，７８４千円 

③幼稚園での保護者負担軽減制度は保育園と格差がな

いよう実施すること。 

私立幼稚園における同時在園及び第３子保育料軽減については、当初予算による対応を検討して

いる。 

 ・私立幼稚園保育料軽減事業補助金      ３４，５８８千円 

④幼稚園宿舎の改築、耐震化等大規模改修への補助事

業の継続と充実をすること。 

安全な環境での教育を維持するため、私立幼稚園の耐震補強、大規模修繕等に係る経費を助成する

よう、当初予算による対応を検討している。 

 ・私立幼稚園施設整備費補助金        ３６，９１７千円 

（15）県PTA協議会関係  

①調査研究研修事業、機関紙発行事業（特に3年前に？

県広報優秀作品集を各単位PTAへ配布する予算）を継続

すること。 

鳥取県PTA協議会からの要望をもとに毎年助成を行っており、引き続き支援を検討している。 

・社会教育団体による地域づくり支援事業（鳥取県PTA協議会補助金） ８６０千円 

②鳥取県PTA研究大会支援費を継続すること。 

③社会教育団体交流室使用助成事業を継続すること。 

④PTA指導者支援事業、中四国及び全国PTA研究大会派

遣事業を継続すること。 

（16）小体連関係 

○県小学校運動記録会開催事業（県小学校水泳大会、

県小学校陸上大会）に前年度同額の予算をつけること。 

小学校・中学校・高等学校の各体育連盟に対しては、各要望をもとに毎年助成を行っており、引き

続き支援を検討している。 

 ・学校関係体育大会推進費 ４３，１７９千円 

（17）中体連 

○県中学校総合体育大会各競技運営費補助金、中国ブ

ロック中学校選手権大会運営費補助金、全国大会・中

国ブロック大会選手派遣費補助金の予算措置を継続す

ること。 

（18）高体連 

○鳥取県高等学校総合体育大会、中国ブロック高等学校

選手権大会、全国高等学校総合体育大会派遣の予算措置

を継続すること。 

（19）介護福祉専門学校関係  

○県下の介護福祉士養成学校における介護福祉士養成

の離職者訓練の定員を拡大すること。 

介護福祉士養成のための職業訓練については、現在でも訓練定員に満たない養成校もあり、また、

本県では介護職員に占める介護福祉士の割合は全国平均よりも高いことから定員の拡大は考えてい

ない。 
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○介護福祉士養成にかかる修学資金貸付制度を拡充す

ること。 

平成２５年度から、国事業の見直しに伴い、生活保護世帯の子どもについては生活費（生活扶助費

相当額）を貸付金に上乗せする等、制度を拡充して実施した。当面は現行制度で実施し、様子を見て

いく。 

【男女平等・人権】  

（１）国際機関から繰り返し指摘されている、婚姻年齢の

男女差、女性の再婚禁止期間、夫婦の氏の制度、婚外

子差別などを正すよう求めること。 

国での制度改正に関する議論を注視したい。 

（２）男女賃金格差の是正と、育児休暇が男女ともに等し

く取得できるよう企業にはたらきかけること。 

男女賃金格差の是正についての事業所への指導・監督は、男女雇用機会均等法、労働基準法に基づ

き国が所管しているが、セミナーや広報などの機会をとらえ連携できるところは連携していきたい。 

（３）市民を分断し差別解消に逆行する同和行政・教育を

終結させること。一民間運動団体であ部落解放同盟へ

の補助金は特別扱いであり、やめること。 

同和行政については、特別措置法失効後も、差別があるかぎり必要な施策につき、一般施策を活用

して適切に対応することとしている。 

また、同和問題解決に向けた啓発の取組を支援するため、運動団体が行う啓発活動、研修事業に対

して補助金を交付している。 

【内需主導の産業・経済】  

（１）TPP 

 日本の経済主権・食糧主権を奪い、国民皆保険制度

をも破壊するTPP交渉からの撤退を求めること。昨年末

開かれたＴＰＰ閣僚会合では交渉合意に至らず、各分

野で各国の主張は対立し大筋合意にも至らなかった。

安倍政権は「農産物主要5項目を聖域とする」という自

らの公約にも背き、日本には一定の農産物の重要品目

があることを、昨年2月のオバマ大統領が認めたと説明

してＴＰＰ交渉に参加したが、それは空手形であり、

「例外なき関税撤廃」こそＴＰＰの真実ということが

明らかになった今、政府に対しＴＰＰ交渉を即時撤退

するよう求めること。 

 政府は「重要５項目は守る」との姿勢で交渉に臨んでいるところであり、県としてはその状況を注

視し、必要な農林水産業対策を訴えていく。 

（２）中小企業対策  

①投機とバブルで物価値上げをはかるアベノミクス

は、中小企業に原料高、燃料高による経営難をもたら

している。アベノミクスの中止を求めること。 

アベノミクスに関しては、第一の矢「大胆な金融政策」及び第二の矢「機動的な財政政策」によ

り、景気回復に向けた明るい兆しをもたらし、今後は、第三の矢「日本再興戦略」の実行を加速・

強化することにより、明るい兆しを確実な成長軌道につなげることが期待されている。 
また、日本銀行の地域経済報告（さくらリポート）（平成26年１月）では、同リポートの公表を

始めた平成17年４月以来初めて、全ての地域が「回復」又は「緩やかに回復」に判断が引上げられ

た。アベノミクスの目指すもののある程度は現われてきており、今後、地方への波及効果等を注視
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しつつ、県としても経済の好循環の実現に向けて注力する。 

②地元中小企業・業者の仕事おこしのため、県産材活

用以外にも住宅リフォーム助成制度を拡大すること。

「商店版リフォーム助成制度」（群馬県高槻市実施）

を創設すること。 

個人資産である住宅の改修等に対する助成については、環境対策や地震対策と言った政策テーマを

持って行うことが望ましいと考えており、「環境にやさしい木の住まい助成事業」において県産材を

活用して実施する住宅リフォームについて助成している。当事業は予算規模や継続年数では全国最大

規模であり、経済波及効果は高いものと考えている。 

 このほか、各市町村において、独自のリフォーム助成やバリアフリー化に対する助成など地域の実

情に応じた助成制度を実施しているところもあり、今後も市町村と連携、補完し合いながら、政策目

的に沿ったものであれば必要に応じて制度拡充に取り組みたい。 

 なお、「環境にやさしい木の住まい助成事業」については建設業界だけでなく、広く県経済全般に

与える影響が大きいことから、消費税率引き上げによる住宅着工数の減に対応して、その制度を見直

し、県民が使いやすく新たな住宅需要を喚起できるような制度を新設することを検討している。 

・とっとり住まいる支援事業      ３０４，６５０千円 

中心市街地等の地元商業の活性化を目的とした補助制度については、まちづくりの観点から地元自

治体が整備すべきものと考えており、県では、国補助金を活用して行われる中心市街地活性化基本計

画に位置付けられた事業等に対し、地元自治体を補助事業者として追加支援を行う補助制度を設けて

いる。 

 なお、中小企業者の設備投資に対しては長期・低利の制度融資メニューでも支援を行っている。 

・【２月補正】地域商業活性化促進支援事業    １，８４４千円 

 ・企業自立サポート事業（制度金融費）  １，１１７，３４１千円 

 ・信用保証料負担軽減補助金         １３８，７５０千円 

③社会保険未加入を理由にした公共事業発注制限をす

るのはやめること。 

技能労働者の就労環境の改善と建設業の健全な発展を図るため、社会保険加入の徹底に官民挙げて

取り組んでいるものであり、県や国の指導により多くの未加入業者の方に保険加入の意義について理

解をいただいているところである。なお、一人事業者など社会保険加入の適用除外者に対して加入を

強制するものではない。 

④労務単価引き上げのため、公契約条例を制定するこ

と。 

公契約条例の制定については、最低賃金法等の労働法制との整合性などに係る問題点があり、むし

ろ国が公契約法というようなものによって制度設計をすることが適当と考えており、引き続き国の動

向あるいは検討状況を注視していく。 

なお、技能労働者の適切な賃金水準の確保は、技能労働者の就労環境の改善と建設業の健全な発展

を図るための重大な課題の一つであり、今後も官民挙げて取り組んでいく。 

⑤現在の小規模事業登録制度を拡充し、入札参加資格

者以外にも広げ、少額の事業も対象とすること。 

 総務部が発注する県庁舎修繕及び鳥取市内の職員宿舎施設修繕においては、従来、小規模修繕事業

希望者登録制度を設け実施していたが、既存の鳥取県建設工事入札参加資格者登録制度との合理性、

公平性を考慮した結果、平成２１年８月末に廃止し、現在は、鳥取県建設工事入札参加資格者登録制

度を利用して発注している。随意契約で行う小規模な修繕、工事であっても公正性等の観点から入札

参加資格者の中から業者選定することを原則としており、今後も当該方針により行う。 
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⑥小企業金融活性化法の復活を求め、金融機関が貸し

渋りすることなく地元中小企業への資金供給の状況を

評価する「地域金融活性化法」の制定を求めること。 

中小企業金融円滑化法（以下「法」という。）については、金融庁は金融検査マニュアル・監督指

針において、金融機関は法終了後も貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきであることを明

記し、金融検査や監督で徹底することとしており、法終了後も実質的に同様の効果が継続されている

ため、県として「地域金融活性化法」の制定を求めることは考えていない。 

⑦産業振興条例の中に、中小企業の位置づけを明確に

し、中小企業振興をはかること。 

県内の事業所はほとんどが中小企業であり、産業振興条例が求めている産業振興施策は主として中

小企業を対象としたものであると認識しているので、改めて産業振興条例に中小企業を位置づけるこ

とは考えていない。なお、本条例は議員提案であることから、中小企業の位置づけの必要性について

は、まずは議会で議論をしていただきたい。今後も引き続き本条例の趣旨に則って中小企業振興に取

り組んでいく。 

⑧商工会連合会関係 

○25年度より3年間で行う「中国地域ビジネスマッチ

ング事業」、及び中小企業診断士や経営支援マネー

ジャー等を育成する中小企業大学診断士養成コース

への支援をすること。 

中小企業者等への経営支援の充実・強化を図るため、商工団体の経営支援活動等（ビジネスマッチ

ング等の需要創出、中小企業診断士資格取得支援等）を引き続き支援するよう補正予算及び当初予算

において検討する。 

・経営力強化緊急支援事業（全商工団体対象） ４２，４１５千円 

・【２月補正】経営力強化緊急支援事業（全商工団体対象）  ７，０００千円 

⑨鳥取県信用保証協会 

○経済状況の不安定さが続いており、消費税増税に

対する影響も心配される。経営安定関連保障強化出

損金と信用保証料負担軽減補助金を継続・強化する

こと。 

資金調達力の弱い中小企業者を支援するため、信用保証協会が積極的に保証承諾を行うための出捐

金の継続と、制度融資を利用する中小企業者の信用保証料の負担軽減補助金については、従来の信用

保証料負担軽減措置に加え、必要な重点課題に対して更なる軽減措置を講じることについて、補正予

算及び当初予算において検討する。 

 ・信用保証協会出捐金            ２，０００千円 

 ・【２月補正】信用保証料負担軽減補助金   １，３０３千円 

・信用保証料負担軽減補助金      １３８，７５０千円 

（３）農業  

①コメ対策等  

○食糧不足が叫ばれる昨今において、コメを生産で

きる日本はミニマムアクセス米の輸入中止を求める

こと。 

ミニマムアクセス米は、ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉の結果、最低限の輸入機会として受

け入れたもので、国の責任において対応されるべきものであり、県から中止を求めることは考えて

いない。 

○コメ交付金の減額・廃止ではなく、米価の販売価

格との差額補てんと所得補償で再生産可能な米価保

障制度の創設を求めること。 

米については、米の直接支払交付金、米・畑作物の収入減少影響緩和対策による一定の収入補て

んがされるため、現時点では新たな制度創設を求めることは考えていない。なお、国には平成２５

年１１月に、制度見直しの影響についてシミュレーションを示すなど、農家が将来を見越した経営

判断ができるようにすることを要望している。 

○夏の高温対策対応品種として販売に取り組んでい

る「きぬむすめ」は一等コメ比率が安定して高く、H

25年度産は前年度の倍以上の作付と生産量が見込ま

れている。現在の関西での販売の定着と同時に、関

きぬむすめの販売対策強化、認知度向上に重点的に取り組むため、既存の事業を組み替えて継続対

応するよう当初予算において検討している。 

・鳥取県産きぬむすめ販売拡大支援事業 １，７５０千円 
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西圏以外での販売ルートを開拓するため、PR資材の

作成や試食販売等への支援をすること。 

○鳥取県の風土に合った、夏場の高温への耐性が強

く、良質が確保できる「コシヒカリ」の生産技術対

策を支援すること。 

コシヒカリ等の早生品種を良質に生産するためには、高温登熟回避のための遅植え、粒張り向上を

狙った後期栄養の充実(追肥)、登熟の速まりに対応した適期収穫の３点を生産者に提案するととも

に、県下７か所に現地実証圃を設ける等の取組を行っているところである。 

 さらに、コシヒカリ等早生品種の地帯ごとの適地情報マップ、長期気象予測(1か月)を用いた出

穂肥の施用適期などのきめ細かな情報提供により、品質向上を図っていきたい。また、中期的な対

応としては、早生・中生品種の育成、県外品種の選別による優良種苗導入に努めている。 

○麦・大豆・飼料作物などの品目別の転作交付金を

増額すること。飼料米の加工企業創設の支援をする

こと。飼料米と輸入飼料との差額補てん、ミニマム

アクセス米（20円／㎏）と飼料米（30円／㎏）との

差額補てんをすること。 

水田作物の直接支払交付金のうち、地域の裁量で設定可能な産地交付金の枠が増額されたため、

地域ごとの重点推進作物を中心に、各地域農業再生協議会において単価の見直しを行う予定であ

る。また、飼料会社が飼料用米を飼料に加工する工場を県内に建設する要望があれば、支援を検討し

たい。おって、飼料用米については単純な価格差補てんではなく、転作奨励として生産者に給付予定

の産地交付金の活用により、生産者サイドが飼料用米単価の上昇を防ぐ仕組みを確立するよう、生産

者や団体等に働きかけていきたい。 

②農畜産物の特性を踏まえた、畑作、畜産・酪農、野

菜、果樹等品目別の価格・所得補償制度を充実させる

こと。 

 

○梨の価格保障制度を創設すること。 冷蔵庫保存、関東出荷及び貿易等による需給調整の取組や二十世紀梨の適熟出荷や新品種のリレー

出荷体制を整える間、市場価格が再生産価格を下回った場合に価格補てんする既存事業を継続実施す

るよう、当初予算において検討している。 

なお、国において、農業経営の安定を目的とした新たなセーフティネットとして、収入保険制度の

導入が検討されており、動向を注視したい。 

 ・鳥取梨生産振興事業（果実緊急価格安定対策事業）      ２０，０００千円 

 ・鳥取梨生産振興事業（鳥取二十世紀梨適熟出荷体制整備事業） ３０，１３２千円 

○梨の新品種流通安定定着支援として、新甘泉等のP

R資材・宣伝会実施費用等（関西向け）への支援をす

ること。やらいや果樹園等の支援事業もあるが、産

地計画が必要であり、事業推進が煩雑である。県育

成の品種であり、生産拡大を図るため、苗木代助成

をすること。 

ＰＲ資材・宣伝会実施費用については、既存の単県交付金を活用していただきたい。苗木代助成は

県育成品種及び各産地で振興する品種について、当初予算による措置を検討している。なお、計画策

定は産地が計画性を持って事業に取り組むためにも、必要なものと考えている。 

・食のみやこ鳥取ブランド団体支援交付金 ２８，３１１千円 

・鳥取梨生産振興事業（「新甘泉」「秋甘泉」特別対策事業）   ７４，５５５千円 

 ・鳥取梨生産振興事業（梨生産拡大事業）            ４９，２３５千円 

○柿の「輝太郎」も梨新品種ブランド化戦略同様に、

行政と一体の推進支援をすること。国内最大市場で

ある関西市場でのブランド化確立による高単価出荷

を目指すため、京阪神市場との運賃差額補てんをす

「輝太郎」についても、「新甘泉」「秋甘泉」と同様に特別対策により早期の生産拡大を図ることと

し、苗木代の助成等の支援について、当初予算で検討している。また、生産者、農業団体、県で構成

する「輝太郎」ブランド化プロジェクト会議が全農主催で開催されており、県も引き続き参画してい

く。なお、「輝太郎」はまだ出荷量も少なく、高単価で販売できていることから、運賃補てんは考え
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ること。 ていない。 

 ・鳥取柿ぶどう等生産振興事業（柿「輝太郎」特別対策事業） １２，０００千円 

○麦・大豆の販売価格との差額補てん制度を創設す

ること。米粉パン同様に、学校給食のパンに県産小

麦の活用が進むよう、外国産小麦との差額補てんを

すること。 

麦、大豆については、米・畑作物の収入減少影響緩和対策による一定の収入補てんがされるため、

現時点では新たな制度創設を求めることは考えていない。 

また、学校給食における米粉パンと小麦粉パンとの差額補填は、水田農業維持を目的とした県産米

の消費拡大の観点から行っているものであるが、その他の県産農産物にまで拡大して外国産農産物

との差額を補填する予定はない。 

○酪農・畜産物の加工原料乳は不足払い制度の復活

を求めることや、肉用子牛補給金や牛・豚肉価格・

経営安定対策は価格や補填水準を引き上げるよう求

めること。不安定な生乳生産を安定化させるため生

乳需給調整対策を拡充すること。 

加工原料乳生産やチーズ向け生乳生産に対する補てん制度と「生産者需給調整機能強化対策」は、

来年度も引き続き実施される予定である。 

肉用牛農家や養豚農家の価格保証制度である肉用子牛価格安定対策制度、肉用牛肥育経営安定特別

対策事業や養豚経営安定対策事業は有用な制度であると認識しており、国は基準価格や補てん水準を

引き上げて次年度も引き続き事業が継続されることを予定している。 

○放牧場の運営への県関与が薄くなっているが、運

営は厳しく、経営が苦しい農家への利用料値上げも

できない。運営にかかる人件費助成をすること。 

県下の乳牛の育成牛の半数を育成している放牧場の重要性は認識しており、放牧採草地、牛舎等施

設、トラクター等機械（年間約６０，０００千円以上相当）を無償貸付けすることで、優秀な育成牛

を育成すると同時に、畜産振興協会の経営状況の安定化を図ることとしている。 

 県としては、今後も放牧場運営に係る人件費への直接的な支援ではなく優秀な育成牛作りや労力低

減のための施設整備に対する支援を実施する予定である。 

○酪農は初期投資が多額であり新規参入の妨げとな

っている。廃業する経営体の資産を県 担い手育成

機構が買い上げ、施設改修後、新規就農者等の希望

者に一定期間貸し付けるリース制度を創設するこ

と。リース終了後の買い取りに当たっては、無担保・

無保証の融資制度を創設すること。また経営指導ス

タッフを充実すること。 

酪農就農希望者のために、廃業予定者の農地・施設を鳥取県農業農村担い手機構が保有し、施設改

修後貸し付けるリース制度に関して関係機関の意見を伺い、リース期間終了後の買取り時の融資制度

等についても併せて検討したい。また、酪農経営指導は、酪農団体が中心となって行うべきであり、

その指導にあたっては県も協力していきたい。 

○酪農ヘルパー制度、酪農ヘルパー円滑化事業、酪

農経営安定化支援事業の継続・拡充を求めること。

酪農ヘルパーのような畜産ヘルパー制度について、

関係者と協議し検討を進めること。 

酪農ヘルパー制度を継続し、国の基金事業終了に伴う利用農家の急激な負担増加を緩和するための

支援を当初予算において検討している。 

 また、国に対しても、基金事業と同等の事業を復活するよう要望していく。 

 ・次世代につなぐ酪農支援事業 ３２，０００千円 

○学校給食用牛乳は、従来の高温殺菌乳ではなく、

「パスチャライズ牛乳」に切り替えられるよう支援

すること。鳥取県の優れた牛乳・乳製品を積極的にP

Rし、販路拡大を促進するため、大都市圏への輸送助

成を検討すること。 

学校給食用牛乳の供給については、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に基づき国が定め

た「学校給食用牛乳供給対策要綱」により、県が入札を実施している。 

また、パスチャライズ牛乳は、一般的な牛乳より１～２割程度価格が高く、学校給食の食材費の保

護者負担が増加することとなるため、切り替えを行うためには、学校給食の実施主体である各市町村

で保護者の理解を得られることが必要であるため、各市町村から具体的な要望があれば対応を検討し

たい。 
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なお、学校給食は、学校給食法により、食材費は保護者が負担することとされており、県教育員会

としては食材費への支援については考えていない。 

 

販路開拓については、チャレンジ的・革新的取組等の企業活動に対して、立ち上がり等期間を限定

して支援しているので御活用いただき、自立的な販売拡大に役立てていただきたい。 

 ・やらいや関西インショップ推進事業  １０，０００千円 

・食のみやこブランド団体支援交付金  ２８，３１１千円 

○野菜の加工・業務用への安定供給の取り組みに対

し新たな対策を講じるなどして、野菜価格安定制度

を拡充すること。 

現行の価格安定制度においても、加工・業務用等の契約栽培に対して、価格等を補償する仕組みと

なっており、来年度も制度を継続する。 

・野菜価格安定対策事業 ２３，５５８千円 

○JAいなばがアスパラガスを重点推進野菜と位置付

けているが、手作業で共同選果しており、鮮度維持・

選別時間の短縮のため、制度新設あるいは、既存制

度等（強い農業づくり交付金、がんばるプランなど）

を活用するなどして、アスパラガスの選別包装機へ

の助成をすること。 

共同選果施設の必要については、JA等から要望を受けているところであり、今後具体的な集出荷計

画を聞きながら、国庫事業の活用や県単独事業等での対応を検討したい。 

 ・みんなでやらいや農業支援事業 ２２０，０８６千円 

③新規就農者対策  

○新規就農者を増やすため、「新規就農者支援法」

を制定し、就農希望者の研修・教育機関の整備、農

地の確保、資金、販路や住宅の保障等総合的な支援

制度が整備できるよう求めること。 

新規就農者の支援については、既存の支援に加えて、県独自で親元就農への支援事業を検討してい

る。国においては、青年就農給付金事業や農の雇用事業により新規就農者の確保・育成に取り組んで

いる。今後も関係機関等の意見を聞きながら、必要があれば国への要望や県独自の制度等についても

検討していきたい。 
・親元就農促進支援事業（新規就農者総合支援事業）３２，０００千円 
・青年就農給付金（新規就農者総合支援事業）  ３５３，２９９千円 

○青年就農給付金事業は十分な予算確保を求め、

「人・農地プラン」と一体であることや親元就農の

場合は5年以内に経営以上するなどの要件を緩和し、

一定期間の就農を前提に希望する青年すべてを対象

とするよう求めること。 

青年就農給付金については、国において十分な予算確保がなされていると認識している。 

新規就農者が将来にわたって農業を継続するためには、地域で認知されることが必要であり、地域

での話合いによる「人・農地プラン」に新規就農者として位置づけられることは大切であると考える。 

５年以内の経営移譲要件については、就農初期の所得確保という制度の趣旨から妥当なものと考え

る。なお、認定農業者等の後継者の親元での就農研修に対する支援について、県独自で新規事業を検

討している。 

・青年就農給付金（新規就農者総合支援事業）    ３５３，２９９千円 

・親元就農促進支援事業（新規就農者総合支援事業） ３２，０００千円 

④農作業・経営・継承等  

○らっきょうの切り子や梨の交配人夫、スイカ作業、

集落・地域におけるオペレーターの確保が高齢化等

農作業補完等については、平成２４年秋以降、各ＪＡと定期的に意見交換を行い検討を続けている。 

 本年度、既に他県の事例でできる部分を取り入れたり、がんばる地域プラン事業を活用した農作業
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によって困難になっている。JA中央が検討している

広域的労働者確保のとりくみを支援すること。 

受託等の体制整備を行う動きが出ており、ＪＡ鳥取中央においても、らっきょう根切りの作業補完な

どの検討を始められているので、今後ともこうした動きのあるところやＪＡとして重要と考える作

目・地域を絞り込んだ事例研究、農家アンケートなどへの協力･支援を継続したい。 

○果樹栽培は所得確保まで時間がかかるが、果樹園

が成園化してきた時に、農業者の病気・死亡等で栽

培できなくなる事例が出ており、継承できる仕組み

が必要である。スムーズな継承ができるよう、栽培

継承に対する人件費支援、維持管理支援をすること。

園によっては状態が異なるため、一律支援でなく、

状態にあわせた支援策を構築し、特に、労力や資金

面での支援をすること。 

果樹園の後継者確保は容易でないため、地域ぐるみで果樹園継承に取り組む「やらいや果樹園」の

整備や優良園の経営継承の取組に対する支援を当初予算において検討している。栽培の継続ができな

くなった場合の継承については、地域で個別の対応が必要であり、農地のあっせん機関や市町とも連

携して、既存事業の活用も含めて技術面・経営面での指導・助言を行っていきたい。 

 ・鳥取梨生産振興事業 １８１，４２２千円 

 ・鳥取柿ぶどう等生産振興事業 １８，６８８千円 

○規模拡大や6次産業化、税務対策などに必要となる

農業者の経営管理能力の向上をはかるため、農業者

への記帳指導・支援にかかる体制整備と、その取り

組みに対する支援をすること。 

農業者の経営管理能力の向上は、農業経営の確立や発展のための非常に大きな要素と認識してお

り、基本的な複式簿記の習得をはじめ企業経営に対するコンサルティング等、ＪＡグループや農業会

議等とも連携して引き続き指導・支援していく。また、意欲的な農業者の経営革新を一層進めるため

の研修を実施するよう、当初予算において検討している。 

 ・とっとり農（あぐり）ビジネス研修事業 １０，１７７千円 

○「強い農業づくり交付金」の拡充を求めること。 平成２５年７月に、施設整備等に係る支援策の拡充を国に要望したところ、今年度補正予算で強い

農業づくり交付金では対象にならない機械・設備等の導入も支援対象とする「攻めの農業実践緊急対

策事業」が創設されると聞いている。 

○速やかな原料原産地表示の拡大の実現を求めるこ

と。 

加工食品の原料原産地表示は、現時点で農産物漬物や野菜冷凍食品など２２食品群及び４品目に

ついて表示が義務付けられている。現在、消費者庁及び関係省庁において食品表示法における食品

表示基準の検討が行われており、原料原産地表示の拡充も検討議題となっていることから、今後、

県民からの要望や国の検討状況を見ながら、必要に応じて制度の拡充を国に求めていきたい。 

○JAが取組んでいる小水力発電は今後固定価格買い

取り制度に移行していく可能性があり、自然エネル

ギーの維持発展のためにも、固定資産税の特例措置

を継続・延長するよう求めること。また施設の補修・

改修への支援をすること。 

固定資産税の特例措置は、平成２５年度までの措置であったが、税制改正大綱において、平成２６

年度から２年間の延長が閣議決定されている。 

施設の補修・改修については、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金など既存の補助制度の活用

による支援を行いたい。 

○もうけ第一の株式会社の農地所有の解禁には反対

すること。 

株式会社を含む農業法人は、地域農業の担い手として大きな役割を果たしているところである。 

主たる事業が農業である等の農業生産法人の要件を備えている株式会社については、既に農地の所

有が認められている。現在、国の規制改革会議等で株式会社等の農業生産法人の要件緩和等について

検討されており、その動向を注視していきたい。 

○中山間地域直接支払制度の法制化を求め、それを 現在、国において日本型直接支払制度の創設を検討しており、｢中山間地域等直接支払｣に「農地維

持支払（仮称）」、「資源向上支払（仮称）」、｢環境保全型農業直接支援｣を加えて法制化する方向
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参考に農地直接支払制度を創設すること。 で検討されていることから、今後の動向を注視してまいりたい。 

・農地を守る直接支払事業        ８５７，３９１千円 

・農地・水保全活動交付金事業    ３１５，５８４千円 

・環境保全型農業直接支援対策事業  ８，６９９千円 

○BSE全頭検査を復活させること。 牛のＢＳＥ検査については、国の検査対象月齢の見直しを踏まえ、国が示した科学的知見の検証や

関係団体からの意見聴取等を行った結果、全国の他の自治体と同様に平成２５年７月から検査対象を

従来の全頭から４８カ月齢超に見直した。当面は、これらの牛についてＢＳＥ検査を確実に実施し、

安全性の確認を行う。 

⑤鳥獣被害対策  

○鳥獣被害はいまだ収まっておらず、近年イノシシ

からシカに被害内容が変わってきており、初期段階

のトタン囲い・電気柵では対策ができない。明確な

目標設定や実施隊の結成の加速化など市町村の取り

組み強化を支援すること。 

県内の全市町村は、被害防止計画（３年毎）を策定し、被害軽減目標を立て計画的に侵入防止柵の

整備・捕獲等に取り組んでおり、県はその取組が円滑に進むよう、技術的・財政的支援を継続して実

施したい。 

 ・鳥獣被害総合対策事業 １１３，４６１千円 

○猟銃免許の資格取得をすすめるため、取得費用の

助成と東部の射撃場を復活すること。 

銃猟者確保のための研修、狩猟免許取得及び捕獲活動経費の助成を継続したい。射撃場の整備につ

いては、現在、東部地域１市４町で鳥取クレー射撃場の再開に向けて検討がなされており、本県も技

術的な助言等を行いながら検討会の中で議論を行っていきたい。 

 ・鳥獣被害総合対策事業  １１３，４６１千円 

 ・鳥獣捕獲者確保環境整備事業 ６，８４０千円 

○捕獲活動及び人材育成、回収・処理体制・輸送費

支援をすること。 

捕獲活動については、鳥獣被害対策実施隊の設置を促し、人材育成を継続して支援したい。 

捕獲個体の処理は、国事業で解体処理施設の整備を図るとともに、平成２５年度から緊急捕獲等対

策事業（県協議会基金事業）で埋設、運搬についても助成を始めたところであり、引き続き取組を推

進したい。 

 ・鳥獣被害総合対策事業 １１３，４６１千円 

⑥災害対策 

○琴浦町を流れる加勢蛇川は、大雨の都度上流より

土砂・流木等により、河床が上昇し、農業用水の取

水ができなくなる被害が繰り返されている。取水口

付近の改修や堆積土砂の除去などにより、安定した

用水確保ができるようにすること。抜本的な改修が

実施されるまでの間、再発時ごとにおける費用を支

援すること。 

堆積土砂の撤去については、補助災害基準（４０万円以上／箇所）を満たすものについては補助災

害で対応し、それ以外の小災害については、しっかり守る農林基盤交付金の活用ができるよう、災害

復旧枠（通常の農林基盤整備とは別枠）を設けることとし、当初予算による対応を検討している。 

・耕地災害復旧事業              ３９１，６４４千円 

・しっかり守る農林基盤交付金（通常基盤整備枠）１８５，０００千円 

               （災害復旧枠）   ２０，０００千円 

⑦県農業会議  

○農業委員会活動強化対策事業を継続・増額するこ 平成２５年度と同程度の事業継続を検討している。 
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と。 （農地集積総合推進事業） 

・農業委員会活動強化対事業 ８，６７４千円 

・農業会議運営費      ２，５６５千円 

・機構集積支援事業     ９，７３８千円（旧農地制度実施円滑化事業） 

   ※国の農地中間管理機構関連予算への組換えに伴う事業名の変更 

（鳥取県農の雇用事業） 

  ・新規就農者早期育成  １０８，４１５千円 

○農業会議運営・活動費を継続・増額すること。 

○農地制度実施円滑化事業を継続すること。 

○新規就業者早期育成支援事業（県版農の雇用事業）

は、相談員2名体制を堅持し、引き続き事業が円滑に

遂行できるよう支援を継続すること。 

⑧土改連関係  

○土地改良区での不適切な会計処理事件が起きてお

り研修等が必要であるため、土地改良区等運営指導

事業を継続すること。 

土地改良区等運営指導事業の継続について、当初予算による対応を検討している。 

 ・土地改良区基盤強化支援事業  １０，６１５千円 

○管理指導センター運営費・換地センター運営費は

施設の適切な維持管理、指導助言必要であり、継続

と県費の５０％までの嵩上げをすること。 

管理指導センター運営費・換地センター運営費について、当初予算による対応を検討している。た

だし、県負担率については、中国四国農政局管内の状況を勘案し、２５％としている。 

・土地改良区基盤強化支援事業  １０，６１５千円 

○基盤整備や災害対策に役立つ「しっかり守る農林

基盤交付金」を増額すること。 

しっかり守る農林基盤交付金は、平成２６年度まで現在の予算規模を維持することとしている。 

  なお、災害復旧による緊急対応で通常基盤整備枠が影響を受けることのないよう、別途災害復旧枠

を設けることとし、当初予算による対応を検討している。 

事業主体である市町村は優先順位付けにより予算の範囲内で計画的に執行していただきたい。 

・しっかり守る農林基盤交付金（通常基盤整備枠）１８５，０００千円 

        〃       （災害復旧枠）   ２０，０００千円 

○農業基盤整備促進事業の継続・増額をすること。 農業基盤整備促進事業（県事業名：農業体質強化基盤整備促進事業）は、要望のあった全ての地区

について対応するよう、２月補正予算及び当初予算において検討している。 

・【２月補正】農業体質強化基盤整備促進事業 １８，８３０千円 

・農業体質強化基盤整備促進事業       ８７，１１５千円 
○農地・水保全管理支払交付金の継続と増額をする

こと。 

平成２６年度からは、国による事業制度見直しにより、農地を農地として維持するために農業者の

みの組織でも取組が可能な事業制度となるよう検討されており、取組面積の拡大を図るよう当初予算

による対応を検討している。 

・農地・水保全活動交付金事業  ３１５，５８４千円 

（４）林業  

①国産材価格の安定のため、全国森林組合連合会や全

国素材生産業共同組合連合会等が結成している全国国

産材安定供給協議会を拡充し、需給調整を含めた価格

安定対策に取り組めるようにするなど、国が責任をも

って再造林できる原木価格の保障に取り組むよう求め

木材価格の安定のためには、安定的な需要と供給体制づくりが必要であり、木造公共施設整備、木

質バイオマスのエネルギー利用等の需要拡大、乾燥材等の供給及び低コスト林業の推進に引き続き取

り組んでいく。又、人工林の皆伐再造林の促進のため、低コストで収益の上がる施業体系について当

初予算で検討する。 

・鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業（木造公共施設）２８０，５００千円 



 42 

要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

ること。 ・木造公共施設等整備事業                ２３，０００千円 

・低コスト林業機械リース等支援事業          １０７，２４１千円 

・鳥取県産材製品安定供給体制構築事業         １２，２４８千円 
・皆伐推進モデル事業                   １，５９３千円 

②森林整備加速化・林業再生基金のより充実した新た

な予算確保 

・森林整備の迅速化と効率的な実行にむけて、路網整

備、高性能林業機械の整備、加工流通施設の整備、

公共施設の木造化の促進等、より効果的な予算措置

の中長期的な取り組みをすること。 

鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業の継続と内容の拡充について、当初予算において検討する。 

・鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業   ２，２３１，２８０千円 

③森林経営計画の作成条件を緩和し、申請・認定・変

更等の手続きの簡素化、計画にもとづく施業がより優

位となるよう制度の改善を求めること。 

森林経営計画の作成条件の緩和については、現在、国において新たな面積基準を設定するなどの見

直しが進められているとともに、手続きの簡素化についても、これまで間伐実施年度の変更事務や共

同計画の変更事務の減少が図られており、引き続き、現場の実態を把握、必要があれば国へ要望して

いきたい。また、森林経営計画に基づく施業が促進されるための措置について、引き続き、当初予算

において検討する。 
・森林整備のための地域活動支援事業 ８８，１５０千円 

④森林施業プランナーの活動に対する助成を拡充し人

件費がでるようにすること。プランナーの普及・啓発

を促進するための仕組みをつくること。 

森林施業プランナー育成のための研修については、当初予算において、引き続き検討する。また、

森林施業プランナーの活動に対する助成や普及・啓発を促進するための仕組みについては、現場の意

見を聞きながら検討してみたい。 
・鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業（森林・林業人材育成加速化事業）６０，０００千円 

⑤現在の木材価格では間伐材精算の採算性がとれない

ため、間伐材搬出促進費の継続と増額をすること。 

県産材の搬出支援については、当初予算において、引き続き検討する。 

・間伐材搬出等事業   ６７２，０００千円 

⑥山村の高齢化の進展で森林の境界がわからない状況

が急速に進んでいる。森林境界の明確化及び地籍調査

等の作業が解決・完了できるようにするための予算を

確保すること。 

森林の境界明確化活動及び地籍調査の支援について、引き続き、当初予算において検討する。 
・鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業（森林境界明確化） ４０，７００千円 

 ・国土調査事業 ７５９，１６３千円 

⑦更なる低コスト林業の実現をめざし、森林の団地化

を進め高性能林業機械と高密な路網整備を組み合わせ

た効率的な生産基盤の整備・施業を実施するため、林

業専用道と合わせて地域の実情に応じた路網の整備を

目的に１４０００円／m定額の基幹作業道の整備に必

要な予算確保をすること。 

基幹作業道（１４，０００円／ｍ）の整備については、当初予算において検討する。 
・鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業（林内路網整備）   ９７２，０００千円 

⑧高性能林業機械の導入による低コスト林業促進のた

め、機械購入・リース・レンタル等の予算措置の継続

機械購入・リース・レンタル等の継続と拡充については、当初予算において、引き続き検討する。 

・低コスト林業機械リース等支援事業          １０７，２４１千円 
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と拡充をはかること。 ・鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業（高性能林業機械） ８０，９００千円 

⑨森林組合管理の林業専用道についても巡視管理費の

助成措置をすること。 

森林組合の林業専用道の現状等について、森林組合と協議してみたい。 

⑩国産材の利用を促進するため、法規制や木材関連の

設計法・基準値の見直しを求め、木の文化に根ざした

日本建築の伝統木構法や軸組構法、建築技術者の育成、

建築材への国産材勝ち用の普及・啓発活動実施の取り

組みを強化すること。 

木材の利用を促進するため、国において木造建築関連基準等の合理化及び効率的かつ実効性のある

建築確認制度等の構築のあり方について検討が行われており、次期通常国会において建築基準法等の

関連法規の改正が議論される予定と聞いている。この動向を注視しつつ、関係団体等の意見を聴いた

上で、伝統木構法や軸組工法、建築技術者育成も含めて必要な対策を検討したい。 

 

⑪木質バイオマス発電等、事業の長期継続化に向けた、

原料供給に必要な原木の搬出費や運搬費の長期的な助

成措置、木材破砕機、乾燥施設、加工施設装置設置等

に必要な予算の維持・拡充をすること。 

木質バイオマス原料の輸送費支援等について、平成２５年度鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業

（繰越予算）により支援を行うこととしている。 

 

⑫公共施設、特用林産施設、農業・園芸施設のバイオ

マスボイラー設置、熱電併給施設への助成措置の拡充

をはかること。 

木質バイオマス熱利用の施設整備に対する支援について、当初予算において検討している。 

 ・木質バイオマス熱利用推進事業 ５４，５００千円 

 ・鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業（木質バイオマス利用施設等整備） ３２，５００千円 

⑬林業従事者の安全と効率的な作業確保のため、携帯

電話の不通地域における移動通信システム基地局等の

早期整備を図るとともに、森林作業者の安全管理と衛

生管理を目的とした助成措置の継続・拡充をはかるこ

と。 

緊急時に必要となる携帯電話の不感地区の解消に向けて、引き続き事業体等と協議していくこと

としている。また、労働災害の防止等に向け、安全講習の受講や安全防護具等の購入及び安全衛生

指導等に要する経費の助成について、引き続き、当初予算において検討する。 
・森林整備担い手育成対策事業 １６，６３３千円 
・林業労働者福祉向上推進事業 ５，９７０千円 
・林業労働力確保総合対策事業 １，６２９千円 

⑭森林林業の担い手育成や運営指導にとって鳥取県林

業担い手育成財団の役割は重要であり、対応強化のた

めの予算措置を講じること。 

財団が実施する共済年金掛金助成及び年末一時金支給助成の事業執行について、資金の不足がな

いよう市町村、森林組合等と連携し、継続的な支援を検討している。また、公益法人移行により、

基本財産の活用について財団独自の意思決定が可能となっており、運営体制の強化等抜本的な対策

については、基本財産のあり方を含め検討することが適当と考えている。 
・林業労働者福祉向上推進事業 ５，９７０千円 

⑮5月26日に開催された全国植樹祭にちなんで、「鳥取

県森林の日」の制定を検討すること。 

平成２６年度以降の鳥取県植樹祭は、５月２６日の直近の日曜日に開催することを検討しているが、

「鳥取県森林の日」の制定については、今後関係者とよく協議したい。 

（５）漁業  

①魚価安定対策を強化し、現行の共済「積立プラス」

制度の充実を図るよう求めること。 

現行の共済「積立プラス」制度の成果を注視しつつ、必要に応じて制度の充実を国に働きかけて

いきたい。 

②漁船の燃油価格対策は直接補填制度を創設するこ

と。 

燃油価格対策については、本年度、国の漁業経営セーフティーネット構築事業が拡充されたことか

ら、漁協と連携しながら一層の加入促進に努めていきたい。なお、県による直接補填制度の創設につ
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いては、考えていない。 
③新規漁業者の就業制度を充実させること。新規就業

者の就業資金は一定期間就業すれば返還不要となるよ

うに改善すること。 

漁業研修支援資金貸付事業については、研修に必要な経費（研修資金・資材資金・資格取得資金）

を無利子で融資するものであり、研修が終了し着業後５年間は償還を据え置き、その後は従事年数に

応じて償還を免除し、１０年従事すれば全額償還を免除している。 

④水産振興協会関係 

 境港お魚ガイド活動支援事業を発展させるため、専

門ガイド人件費及び取り組み経費を支援すること。 

専門ガイドの人件費・取り組み経費については、境港お魚ガイド活動支援事業で支援しており、引

き続き支援するよう、当初予算において検討している。 

・境港お魚ガイド活動支援事業 ２，５０８千円 

⑤県漁協関係  

○栽培漁業地域支援対策事業（種苗購入、種苗放流

事業、美保湾ヒラメ試験放流サポート）を継続する

こと。 

栽培漁業地域支援対策事業については、沿岸漁業の振興を図るため、継続実施するよう当初予算に

おいて検討している。 
・栽培漁業地域支援対策事業 １３,９０８千円 

○ギンザケ養殖支援事業を拡大し、新たな特産品と

しての定着・販売拡大を図るため、支援すること。 

ギンザケ増産により新たな特産品としての定着が期待できることから、生産拡大のための養殖施

設整備に対する支援を当初予算において検討している。 
・ギンザケ養殖支援事業 １６，０８４千円 

○漁船漁業流通・付加価値化対策事業（定置網漁業

導入支援：網の購入支援：御来屋の定置網業の拡大）、

活イカブランド出荷システムの実証を継続するこ

と。 

定置網漁業導入支援及び活イカブランド出荷システムの実証試験を引き続き行うよう、当初予算に

おいて検討している。 
・定置網漁業導入支援事業    １３，４００千円 

・活イカブランド出荷システム実証試験 ９２６千円 

○県産魚の消費拡大対策事業として、県産魚ファス

トフィッシュ加工や産地加工の支援を促進し、県産

魚の消費拡大や販売拡大につなげること。 

消費地バイヤーから商品評価の高い県産魚の産地一次加工品（県産魚ファストフィシュ）の生産･

販売促進を図るため、県内水産加工業者が行う、産地情報・商品提案システムの構築、鮮魚加工人材

育成研修、新しい流通システム構築に対する支援について、当初予算において検討している。 

・鳥取県版ファストフィッシュ生産促進事業 ３，１１２千円 

○漁場環境整備事業（水産基盤の整備：イワガキ増

殖場の整備、藻場造成事業（アラメ・クロメの藻場

造成活動促進）、フロンティア漁場整備事業（国が

行うズワイガニ・アカガレイの保護育成礁設置負担

金）を継続すること。 

豊かな海・漁場を再生するために漁業者等が行う藻場造成活動（アラメの移植や食害生物の除去等）

への支援については、新たに設けられる国事業活用による実施を検討してる。また、県内９地区にお

いて沿岸漁業の重要資源であるイワガキの資源増大を図るための増殖場整備（水産基盤整備事業）、

ズワイガニ、アカガレイの保護育成礁設置（フロンティア漁場整備事業：国直轄事業）については、

継続実施するよう当初予算において検討している。 
・水産基盤整備事業       ２８０,０００千円 
・フロンティア漁場整備事業負担金 ３２,３４６千円 

○６次産業化促進事業（漁業者・漁協賀行う加工・

直販に必要な施設整備等の支援）や、県漁協の保冷

庫導入支援を継続すること。 

漁業者･漁協等が行う６次産業化の取組については、とっとり発！６次産業化総合支援事業により

引き続き支援をしていきたい。 
・とっとり発！６次産業化総合支援事業 ６３，１２４千円 

○国が漁村の活性化プランの作成を求めており、そ

のための事業（地域活力の向上：コスト削減及び漁

漁村地域の所得や経営力の向上を図るため、「浜の活力再生プラン」の作成に取り組むよう漁業関

係者や市町村と検討を進めていきたい。 
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獲物の高付加価値化による所得向上等、浜の活性化

を図る計画策定にかかる取り組み支援）を行うこと。 

○省エネ等経営改善に資する機器への転換支援（漁

業経費の高騰、魚価の低迷による漁業収入の減少）

を継続すること。 

国が平成２５年度補正予算で、漁業者グループが行う省エネ効果の高い機器類（ＬＥＤ集魚灯、省

エネ機関等）の導入費用に対する補助制度（省エネ機器設備等導入推進事業）を創設したことから、

県としては、国事業の活用を促していきたい。 
なお、漁船用機器の導入については、引き続き漁業経営能力向上促進事業での支援を検討していき

たい。 
・漁業経営能力向上促進事業  ２，０００千円 

○省エネエンジン購入経費等の支援を継続し、65歳

以上、70歳まで対象とすること。（船はその後も引

継ぐことができる）。 

省エネエンジン購入経費等の支援については、国事業の活用を促していきたい。 
また、漁船用機器の導入については、引き続き漁業経営能力向上促進事業で支援するとともに、国

事業で対象とならない省エネエンジンの交換について、必要に応じて補正予算による対応を検討する

こととしたい。 
なお、漁業経営能力向上促進事業の年齢制限の緩和については考えていない。 
・漁業経営能力向上促進事業  ２，０００千円 

○沖合底曳き網漁業生産体制の存続（漁協が行う漁

船リース事業や中古船にかかる機器整備等の支援要

望）を求めること。国のリース事業が復活しない場

合、県独自にリース事業を創設すること。（新規就

業者向け制度のように） 

平成２４年度で終了した国の「担い手代船取得リース事業」の復活について、平成２５年７月及び

１１月に水産庁に対し要望活動を行ったが、鳥取県以外に事業の活用が見込まれず、復活は困難との

回答であった。 
本県の主要漁業であり、日韓暫定水域等の問題により苦しい経営状況にある沖合底びき網の振興策

について、今後も国に要望してまいりたい。 
なお、機器整備等については、県事業である「沖合底びき網漁業生産体制存続事業」により支援を

行っており、引き続き当初予算において検討しているが、県独自のリース事業の創設については考え

ていない。 
・沖合底びき網漁業生産体制存続事業 ３６，６１４千円 

○就業チャレンジ体験トライアル事業を継続するこ

と。 

漁業就業チャレンジ体験トライアル事業については、継続実施するよう当初予算において検討して

いる。 
・漁業就業チャレンジ体験トライアル事業 ６，２１４千円 

○漁業経営開始円滑化事業（漁業研修を終了した新

規就業者に漁協がリースする新船または中古漁船、

機器等の経費を助成）を継続すること。 

国が平成２５年度補正予算で、新規就業者の独立支援策として、漁業構造改革総合支援事業（もう

かる漁業沿岸版：中古漁船リースも対象）を創設したことから、県としては、国事業の活用を促して

いきたい。 
なお、国事業の対象とならないケースについては、当初予算による対応を検討している。 
・漁業経営開始円滑化事業 １５，００１千円 

○県産魚ＰＲ事業（県内外にＰＲして高付加価値化）

を継続すること。 

鳥取県産魚ＰＲ推進協議会が行う県産魚の消費拡大、ブランド化のための活動に対する支援を当初

予算で検討している。 

・食のみやこ鳥取県推進事業（発見・体験「食のみやこ」推進事業） 
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（県産魚ブランド発信事業） １，６００千円 

○鳥取港機能整備事業（第４防波堤を嵩上げするな

どして、合わせて係船岸壁の増設で入港船の増加を

図る）を継続すること。 

鳥取港の第４防波堤の嵩上げ及び係船岸壁の増設については、現時点において越波の影響や係留岸

壁の不足はないと考えている。今後、越波の状況や漁船の利用実態、将来の見込みなどにより、必要

があれば検討していく。 

○港内浚渫工事（当組合各支所漁港の浚渫工事）を

継続すること。県事業が鳥取市事業になったので予

算確保が必要である。 

県管理漁港・港湾においては緊急性等を踏まえながら必要な浚渫工事を継続していく。 

また、県による財政支援については、要望の趣旨は理解するが、市への財政支援は困難である。 

○漁業共済掛金軽減事業支援を継続すること。 漁業共済掛金助成事業による継続支援ついては、当初予算による対応を検討している。 
・漁業共済掛金助成事業 ５，１００千円 

（６）建築・建設関係  

①木造住宅供給の担い手・人材育成のため、「木造住

宅の高度な省エネ施工の講習」、「木造住宅の耐震診

断・耐震改修技術の講習」、「リフォーム診断・修繕

計画策定・施工技術の講習」、「長期優良住宅施工の

技術講習・実技指導」、「手刻み加工や墨付け等の伝

統的な技術での施工者育成の技術講習や実技指導」を

行う者への費用を支援すること。 

従来から耐震改修技術者養成講習会、省エネ技術講習会等を建築関係団体と連携して実施するとと

もに、技能継承を目的とした研修、講習等の開催費用にかかる団体補助も行っており、今後も各団体

と連携を図りながら、木造住宅供給の担い手・人材育成支援に引き続き取り組んでいく。 

 ・住宅・建築物耐震化総合支援事業（耐震化支援環境整備事業）２，１８８千円 

 ・伝統建築技能者団体活動支援事業 ４，１００千円 

②若年技能者人材育成事業を発展させ、「認定職業訓

練校等の訓練生募集経費」への助成と、人材育成のた

めの学校教育との連携強化をはかる事業を検討するこ

と。 

認定職業訓練校の訓練生募集経費については、引き続き支援する。また、技能振興フェアで小中高

生を対象に作業体験に要する経費を支援している。 

 ・技能振興事業（認定職業訓練助成事業補助金）    １４，２４３千円 

 ・技能振興事業（とっとりの技能魅力発信事業補助金） １，０００千円 

③地域材・県産材を使って住宅造りできる職人コーナ

ー・鳥取マイスター制度の取り組みを支援すること。 

関係団体の意見を聞き、木造住宅等の普及促進にも繋がるようなものであれば検討したい。 

 また、技能振興の観点から人材育成及び高度熟練技術者等に対して表彰等を行っているところであ

る。 

④木の住まいづくり助成事業や耐震改修など地元職人

が関われる事業があるが、設計段階から職人が関わら

ないと技術の継承につながらない。連携できるしくみ

を構築すること。 

木造住宅は、以前は建築大工が建築主からの依頼を元に設計から資材調達、施行まで請け負ってい

たが、最近は分業化が進んだことで設計に携わらない大工が多くなっている。 

木造住宅は大工の伝統的な技術の上に成り立っている構法であり、建築大工がもっと設計に関わっ

たり、設計者も伝統的な技術を踏まえた設計をすべきものと認識しており、関係団体との意見交換等

を行った上で連携に必要な支援があれば検討したい。 

 ・住宅・建築物耐震化総合支援事業（耐震化支援環境整備事業）２，１８８千円 

⑤単県小規模急傾斜地崩壊対策事業の補助率を見直

し、市町村及び受益者負担を実現可能な負担割合とす

ること。 

単県小規模急傾斜地崩壊対策事業は、保全人家５戸未満の危険箇所の土砂災害を未然に防ぐために

平成２４年度に創設したもので、同様の事業を全国で１０県程度が実施しており、その大半の県の補

助率は１／２～１／３である。本県では地元（個人）負担を除いた事業費の１／２を市町に対して補
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助するものであり、県としては技術支援をしながら、先ずは制度の利用拡大を図りたいと考えている。

 なお、平成２５年度には２市町の利用があり、今後実績を重ねる中で、必要に応じて制度改善につ

いて検討していく。 

 また、受益者負担についても、今年度から、市町が個人負担金を現状から低減した場合にその低減

額の１／２を県が補助する制度を創設した。 

 ・単県小規模急傾斜地崩壊対策事業  ５５，８５０千円 

 ・急傾斜地崩壊対策事業における個人負担低減補助事業及び利子補給事業（急傾斜地崩壊対策事業

費補助金）  ４，１６７千円 

⑥建設業協会関係  

○最低制限価格の更なる引き上げ、低入札調査基準

価格の更なる引き上げ、設計労務単価の更なる引き

上げ、ダンピング対策の徹底で、収入の確保をはか

ること。 

最低制限価格（平成22年8月）・調査基準価格（平成25年7月）の引き上げによる低価格入札の防止

や、設計労務単価の引き上げ（平成25年4月）、施工箇所が点在する場合の間接工事費の算出方法の

見直し（平成25年12月）などに取り組んできたところである。 

今後も、より実態に即した予定価格の設定に努めるとともに、建設労働者の適切な賃金水準確保の

取組の更なる徹底や下請けへのしわ寄せ防止対策の強化に取り組んでいく。 

・建設技能労働者の労働環境改善と若年者の確保・育成事業 ４，５６４千円 

○入札不調が多くなっている理由のひとつに、急速

な原材料の値上がりで受注しても赤字がでることへ

の嫌気感がある。実態に合った予定価格にすること。 

材料単価は、全ての資材について年２回の全面改定を行うとともに、主要な資材は変動状況に応じ

て毎月更新するなど、市場取引の実例単価の変化を速やかに積算に反映させ、予定価格を算出してお

り、今後とも適切な運用に取り組んでいく。 

 また、契約後において、主要な材料単価が著しく変動した（対象資材の増減が対象工事費の１％を

超える）場合については、請負金額の変更を請求することができる。（単品スライド）。 

○危険個所の防災・減災対策及び老朽化対策を計画

化し、地元業者に計画的に発注すること。 

危険箇所の防災・減災対策は、河川改修や砂防施設などのハード対策や災害情報の迅速・適格な情

報提供などのソフト対策について、「選択と集中」の観点から、また、老朽化対策は、各施設の長寿

命化計画等に基づき、当初予算において計画的に取り組んでいく。 

また、これらの事業は、「鳥取県産業振興条例」、「鳥取県建設工事等入札基本方針」に基づき、

地元業者への優先発注を行う。 

なお、防災・減災対策及び老朽化対策をより一層計画的に推進するため、平成２５年１２月に公布

施行された「国土強靱化基本法」に基づく「県版国土強靱化地域計画（公共インフラ）策定」につい

て、当初予算による対応を検討中である。 

・県版国土強靱化地域計画（公共インフラ）策定事業  １１，２２２千円 

【原発・エネルギー・環境】  

（１）原発 

 政府は昨年12月原発を「基盤となる重要なベース電

源」として将来にわたって維持・推進し、再稼働を進

めるとした、「エネルギー基本計画」を発表し、閣議
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決定しようとしている。現在中国電力の島根原発２号

機もふくめて全国４８基のうち１６基が再稼働申請を

行っている。六ヶ所村再処理工場の稼働申請もされた。

新規制基準の基準そのものが、福島の原発事故の教訓

にたったものでなく、しかも放射能汚染水が解決どこ

ろか、深刻さは一層増している。 

①子子孫孫、世界の環境を守るためにも原発は即時廃

炉にするよう、政府に求めること。 

原子力発電所については、その安全確保とともに、再稼働等について周辺地域の意見を聞くこと、

国が責任をもって判断し、国民に説明すること等を国に対して要望している。 

原子力発電所の取扱いをどうするかということについては、国全体のエネルギー政策に関わる事項

であり、国において適切に判断し、説明責任を果たすことが必要である。 

②原発の輸出に反対すること。 国全体の産業政策に関わる事項であり、国において判断し、説明責任を果たすことが必要である。 

③島根原発再稼働と3号機の稼働に反対すること。 再稼働等については、国に対し、地域の安全を第一義とし、立地県のみならず周辺地域の意見を聞

くこと、また、安全対策の進ちょく状況等も踏まえ、国が責任を持って判断し、国民に説明すること

を要望している。※平成２６年１月１４日、平成２５年１２月１８日・１９日ほか 国要望 

④もともと安全対策が不十分な「新規制基準」にもと

づく安全審査の結果を容認しないこと。審査内容を、

逐一住民と議会に丁寧に説明し、住民の意見を聞くこ

と。 

福島第一原子力発電所事故の原因究明調査結果をも踏まえた国際的にも通用する新規制基準に基

づき、原子力発電所の安全性を客観的に確認し、厳格な審査を行うとともに、周辺地域に十分な説明

を行い国民的理解を得ることを国に対して要望している。※Ｈ２５年１２月１８日・１９日ほか 国

要望 

島根原子力発電所２号機に係る新規制基準の適合性確認審査については、国に対し、宍道断層評価

やフィルタベントなどシビアアクシデント対策について、周辺地域への影響防止の観点からも厳格に

審査を行い、その内容や審査結果を鳥取県、米子市及び境港市並びに地域住民に対して分かりやすく

説明することを要望している。※平成２６年１月１４日 国要望 

中国電力に対しては、審査状況等について住民説明会の開催や分かりやすく丁寧な説明を強く求め

ている。 

⑤中国電力との安全協定は、島根県と同等となるよう

交渉すること。 

平成２５年１１月２１日に中国電力から安全協定に基づき新規制基準適合申請に関する事前報告

（２号機の設置変更許可申請）がなされたことを受け、１２月１７日に安全協定第６条に基づく事前

報告の可否に関しては今回最終的な意見を留保した上で、再稼働に向けての一連の手続に際し、鳥取

県、米子市及び境港市に協議を行うことを始め、立地自治体と同等に対応をすることを求めた。あわ

せて安全協定を立地自治体と同等の内容に改定するよう強く求めたところであり、引き続き中国電力

に改定を求めていく。なお、平成２５年３月１５日の中国電力からの回答文書で、協定の運用面につ

いては、立地自治体と同様であることを確認している。 

⑥被災避難者の健康管理ができるよう支援すること。  

（２）淀江産廃処分場 事業主体である環境プラント工業（株）と（公財）鳥取県環境管理事業センターは、事業計画に地
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 住民から指摘された８０項目に対する訂正は一部に

しか公にされていない。いかにずさんな環境アセスで

あったかの反省も、６自治会住民への説明もない。合

意を進めるためには足しげく通う３者だが、まったく

誠意が感じられない。基本計画もなく税金投入が先行

している(環境アセスなど)が、原点に戻し計画を中止

すること。 

元意見を反映させるため、施設整備の概要や生活環境影響調査（案）等について事前説明を行い、提

出された疑問等に対しては追加調査を行うとともに、生活環境影響調査結果（案）の妥当性を確認す

るため専門家による検証を行うなど誠実に対応している。 

今後、事業主体は、地元６自治会に対して事業計画（案）の説明を行う予定であり、その際に生活

環境影響調査の追加調査や検証結果等についても丁寧に説明を行い、計画を着実に進めていくことと

している。なお、基本設計については、環境プラント工業（株）が生活環境影響調査に先立って平成

２２年３月に作成しており、同社の事務所で閲覧可能である。 

（３）東部広域可燃物処理施設は、業者選定もこれからで

あり、環境影響評価をしっかりとチェックすること。 

 東部広域行政管理組合の可燃物処理施設に係る環境影響評価書については、環境保全の見地からの

修正の必要は認められないものの、施設の処理方式等の詳細が未決定であることから、処理方式等決

定後の比較検証結果を報告すること、環境保全の見地から住民意見に対する十分な説明や誠意ある対

応を行うこと及び事業計画の進捗の節目ごとに環境影響の変化に見込みを報告することなどを内容

とする通知を、事業者に対して行った。 

 今後も条例の規定と同等の手続きを実施することにより、処理方式等決定後の比較検証結果等を厳

正に検証していきたい。 

（４）太陽光・小水力発電など自然エネルギー推進のため、

１００％自給できるモデル地域作りへの支援をするこ

と。 

 太陽光発電設備の導入支援や小水力発電などを計画する事業者が行う事業可能性調査への支援

等を実施しており、引き続き再生可能エネルギーの導入を促進していくことで、県外の大規模集中

型電源への依存度を下げ、地域におけるエネルギーの地産地消を進めていきたい。 

（５）ペレットストーブや薪ストーブの設置支援を拡充す

ること。県有施設での自然エネルギー利用を一層促進

すること。寒いと意見が出ている県民文化会館ロビー

にペレットストーブを置いて啓発すること。 

平成１６年よりペレットストーブを公共施設に導入しており、平成２５年１２月に、県立農業大 

学校に木質バイオマスの熱利用のモデル施設として木質チップボイラーと農業用ペレットボイラー

を設置したことで、県有施設への導入は進んだものと考えている。今後は、住宅用ペレットストーブ

や薪ストーブの設置支援を行い、広く民間主体で導入が進むように検討している。なお、県民文化会

館ロビーにおけるペレットストーブ設置については、施設指定管理者である鳥取県文化振興財団から

現時点で予定はないと伺っている。 

・地域エネルギー資源活用支援事業（薪ストーブ等の導入補助）３，８００千円 

【地方自治】  

（１）地方自治を破壊・変質させる道州制導入に反対する

こと。 

道州制は、国と地方のあり方、統治機構のあり方を抜本的に変えるものであり、国民的議論が必

要である。単なる数あわせの都道府県合併とならないよう、今後も国の動きを注視し、必要に応じ

て国に対して意見を述べていきたい。 

（２）住民自治に逆行し、道州制に道を開く関西広域連合

から脱退すること。 

関西広域連合は、ドクターヘリの共同運航、山陰海岸ジオパークを含む観光の海外プロモーショ

ンなど、県境を越えたサービスの提供、事務の共同化により、単独で行うよりも大きな効果を上げ

ているところであり、今後ますます多様化する住民ニーズや、広域化・グローバル化する住民生活

や経済活動に対応していくためにも、関西広域連合からの脱退は考えていない。 

 


